
は
じ
め
に

　

二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
以
降
、「
医
療
崩
壊
」
や
「
医
療
格
差
」、「
医
師
不

足
」
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
医
療
制
度
の
危
機
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て

い
る）

1
（

。
財
政
難
に
直
面
す
る
地
方
自
治
体
が
少
な
く
な
い
な
か
、
病
院
制
度
が

「
病
院
・
医
療
へ
の
依
存
」
に
傾
い
て
き
た
現
状
を
指
摘
し
、
そ
の
必
要
性
や

存
在
意
義
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
よ
う
な
議
論
さ
え
登
場
し
て
い
る）

2
（

。
地
域
住

民
み
ず
か
ら
が
「
生
存
」
の
諸
条
件
を
い
か
に
再
構
築
し
て
い
く
の
か
、
地
域

医
療
環
境
の
あ
り
方
が
切
実
に
問
わ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
如
上
の
よ
う
な
現
代
の
地
域
医
療
を
め
ぐ
る
議
論
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
明
治
前
期
の
公
立
病
院
の
興
亡
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
明
治
日
本

に
お
け
る
地
域
医
療
の
近
代
化
は
、
各
地
で
設
立
さ
れ
た
公
立
病
院
を
中
心
と

し
て
推
し
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
明
治
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
そ
の
多
く
が
廃

止
さ
れ
、
代
わ
り
に
私
立
の
開
業
医
を
中
心
と
し
た
医
療
制
度
が
構
築
さ
れ
て

い
っ
た）

3
（

。
か
か
る
近
代
日
本
に
お
け
る
病
院
史
の
趨
勢
は
、「
医
療
の
公
共
性

が
十
分
に
担
保
さ
れ
な
い
自
由
開
業
制
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
日
本
的
な
医
療
制

度
の
特
質
と
し
て
今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る）

4
（

。

　

近
代
日
本
病
院
史
は
こ
れ
ま
で
、
開
業
医
制
度
の
発
展
史
と
し
て
描
か
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た）

5
（

。
と
り
わ
け
明
治
前
期
に
お
け
る
公
立
病
院
へ
の
関
心
は
、
そ

の
絶
対
数
の
少
な
さ
か
ら
、
相
対
的
に
薄
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た

研
究
動
向
に
つ
い
て
高
岡
裕
之
は
、
公
立
病
院
史
研
究
を
深
化
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
。
高
岡
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
公
立
病
院
は
、
少
な
く
と
も
明
治

前
期
に
は
地
域
医
療
の
近
代
化
を
担
っ
て
お
り
、「
近
代
日
本
に
お
け
る
地
域

社
会
と
医
療
の
関
係
」
史
を
把
握
す
る
う
え
で
、
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
る）

6
（

。

本
稿
で
は
高
岡
の
問
題
提
起
を
ふ
ま
え
、
個
別
具
体
的
な
地
域
史
の
視
座
か
ら
、

明
治
前
期
の
公
立
病
院
史
を
捉
え
直
し
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
信
濃
国
松
本
地
方
を
対
象
と
し
、
明
治
前
期
に
お
け
る
公
立

病
院
の
興
亡
を
検
討
す
る
。
松
本
地
方
は
、
現
在
の
長
野
県
中
部
に
位
置
し
て

い
る
。
行
政
区
画
は
、
近
世
の
松
本
藩
か
ら
、
松
本
県
（
一
八
七
一
年
）、
筑

摩
県
（
一
八
七
一
年
）
を
経
て
、
長
野
県
（
一
八
七
六
年
）
へ
の
編
入
に
至
る
。

郡
割
り
に
つ
い
て
い
え
ば
、
明
治
初
期
ま
で
は
筑
摩
・
安
曇
の
二
郡
、
郡
区
町

村
編
制
法
の
施
行
（
一
八
七
九
年
）
後
は
東
筑
摩
・
南
安
曇
・
北
安
曇
郡
の
三

一

明
治
前
期
に
お
け
る
公
立
病
院
の
興
亡

― 

長
野
県
松
本
地
方
の
医
療
環
境
を
め
ぐ
る
「
公
」
の
行
方 

―

塩　
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郡
か
ら
な
っ
て
い
た
。
松
本
地
方
の
病
院
史
に
つ
い
て
は
、
有
賀
義
人
に
よ
る

先
駆
的
な
業
績
が
あ
る）

7
（

。
ま
た
『
長
野
県
史
』
は
じ
め
各
自
治
体
史
で
も
言
及

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
基
礎
的
な
事
実
の
紹
介
に

と
ど
ま
る
部
分
が
多
く
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
分
析
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。
と
り
わ
け
松
本
地
方
の
公
立
病
院
に
は
、
行
論
で
検
証
す
る
よ
う
に
、
複

数
の
郡
に
よ
る
共
立
で
設
立
・
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
各
郡
の
住
民
や
行
政
が
、
公
立
病
院
の
費
用
負
担
や
立
地
な
ど
を
め

ぐ
り
連
帯
／
葛
藤
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
地
域
社
会
の
諸
主
体
の
動
向
を
検
討
す
る
う
え
で
、
病
院
を
設

立
・
経
営
す
る
た
め
の
資
金
の
出
所
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）、
内
務
省
は
、
各
地
の
病
院
名
称
が
統

一
さ
れ
ず
「
不
都
合
」
で
あ
る
と
し
て
、
公
立
病
院
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る）

8
（

。
す
な
わ
ち
公
立
病
院
と
は
、「
地
方
区
画
ノ
民
費
ヲ
以
設
立
ス
ル
モ
ノ
」、

「
全
ク
府
県
税
ヲ
以
テ
設
立
ス
ル
モ
ノ
」、「
府
県
税
ヲ
以
テ
民
費
ノ
幾
分
ヲ
扶

助
ス
ル
モ
ノ
」、「
管
内
人
民
ノ
献
金
穀
ヲ
以
テ
府
県
庁
ニ
テ
設
立
ス
ル
モ
ノ
」

で
あ
る
。「
民
費
」
や
「
府
県
税
」、「
献
金
穀
」
の
よ
う
に
、
設
立
資
金
の
拠

出
主
体
に
即
し
た
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
、

「
公
」
と
「
私
」、
あ
る
い
は
「
官
」
と
「
民
」
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
え
た
わ

け
で
は
な
く
、
未
分
化
な
側
面
を
有
し
て
い
た）

9
（

。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
資
金

の
拠
出
主
体
へ
の
着
眼
に
よ
り
、
病
院
に
よ
る
医
療
供
給
を
担
っ
た
「
公
」
の

様
態
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
松
本
地
方
に
お
け
る
公
立
病
院
が
、
誰
の
、

い
か
な
る
期
待
の
も
と
、
ど
の
よ
う
に
設
立
・
維
持
さ
れ
て
き
た
の
か
。
公
立

病
院
を
担
っ
た
支
持
基
盤
の
形
成
や
分
裂
の
動
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

一
．
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
か
ら
松
本
公
立
病
院
へ

　

松
本
地
方
に
お
け
る
病
院
創
設
の
経
緯
に
つ
い
て
、
府
県
史
料
を
も
と
に
検

討
し
て
い
こ
う
。
松
本
藩
時
代
の
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）、
藩
知
事
・
戸
田

光
則
の
意
向
を
受
け
、
戸
田
家
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
全
久
院
が
病
院
と
し
て
転

用
さ
れ
た）

10
（

。
設
立
に
あ
た
り
、
経
営
費
と
し
て
「
現
米
七
百
石
」
お
よ
び
創
建

費
と
し
て
「
金
千
円
」
が
藩
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
西
洋
医
学
の
導
入
が
目
指
さ

れ
、
病
院
の
規
則
は
「
一
々
東
校
ノ
則
ニ
模
倣
ス
」
と
い
う
。
ま
た
「
朝
旨
ニ

基
キ
医
道
ヲ
シ
テ
開
化
セ
シ
ム
ヘ
キ
」
と
の
「
御
内
諭
」
の
も
と
、
藩
士
を
大

学
東
校
へ
留
学
さ
せ
て
も
い
た）

11
（

。
さ
ら
に
同
年
一
〇
月
、
松
本
揚
土
町
へ
の
病

院
移
転
の
際
に
、「
病
院
諸
規
則
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。「
解
剖
学
」
や
「
厚

生
学
」、「
薬
剤
学
」
や
「
治
療
学
」
な
ど
を
課
し
た
「
学
課
」
が
み
ら
れ
、
医

学
教
育
の
導
入
が
試
み
ら
れ
て
い
た）

12
（

。

　

そ
の
後
松
本
地
方
は
、
廃
藩
置
県
を
経
て
、
一
八
七
一
年
一
一
月
に
筑
摩
県

へ
再
編
さ
れ
る
。
筑
摩
県
は
、
信
濃
国
・
飛
騨
国
の
五
県
を
合
併
し
て
置
か
れ
、

筑
摩
・
安
曇
・
諏
訪
・
伊
那
郡
（
信
濃
国
）
と
大
野
・
益
田
・
吉
城
郡
（
飛
騨

国
）
の
七
郡
か
ら
な
り
、
山
々
に
隔
て
ら
れ
た
広
範
な
地
域
を
管
轄
し
た
。

　

筑
摩
県
の
設
置
に
と
も
な
い
旧
松
本
藩
の
病
院
は
、「
新
県
創
置
ノ
際
、
規

則
確
定
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
一
時
閉
院
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
旧
藩
以
来
の
病

院
医
員
ら
は
、「
縦
令
各
自
私
費
ヲ
以
テ
其
用
ニ
供
ス
ル
モ
、
之
ヲ
閉
鎖
ス
ル

ニ
忍
ヒ
ス
」
と
、
筑
摩
県
参
事
・
永
山
盛
輝
に
病
院
の
再
興
を
諮
っ
た
。
こ
れ

二

明治前期における公立病院の興亡



を
受
け
た
永
山
は
、
県
庁
に
区
戸
長
ら
役
人
お
よ
び
豪
農
商
ら
有
力
者
を
集
め
、

「
病
院
公
立
ノ
法
ヲ
議
サ
シ
」
め
た
。
そ
の
結
果
、「
基
礎
金
一
万
円
余
ヲ
安
筑

ノ
二
郡
」
か
ら
募
集
す
る
こ
と
に
決
し
た
。

　

「
基
礎
金
」
募
集
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
や
や
時
期
が
下
る
が
、
一
八
八
〇

年
一
二
月
一
二
日
付
『
松
本
新
聞
』
の
記
事
が
詳
し
い）

13
（

。
こ
の
記
事
に
は
、

「
去
ル
明
治
六
年
九
月
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
資
金
募
集
高
」
と
し
て
、
筑
摩
郡

（
第
一
〜
五
大
区
、
の
ち
の
東
筑
摩
郡
）
で
六
八
四
一
円
五
〇
銭
、
安
曇
郡

（
第
九
〜
一
二
大
区
、
の
ち
の
南
北
安
曇
郡
）
で
四
六
二
一
円
と
記
さ
れ
て
い

る
（
表
一
）。
こ
れ
ら
の
「
元
資
金
年
一
割
五
分
ト
シ
テ
其
利
子
ヲ
収
集
」
し
、

「
維
持
ノ
基
礎
金
」
と
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
元
資
金
は
、
加
入
金
額
に
応
じ
、

年
一
五
％
の
利
息
を
支
払
う
形
で
徴
収
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
病
院

元
資
金
に
よ
り
一
八
七
三
年
に
誕
生
し
た
の
が
、
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
で
あ
る
。

医
黌
兼
病
院
長
に
大
学
東
校
出
身
の
山
上
兼
善
（
北
條
県
士
族
）
を
迎
え
、
筑

摩
県
に
お
け
る
医
師
養
成
と
地
域
医
療
の
拠
点
と
し
て
再
出
発
し
た
と
い
え
る）

14
（

。

　

松
本
藩
の
病
院
か
ら
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
へ
と
至
る
経
緯
の
う
ち
、
①
病
院

元
資
金
の
募
集
範
囲
が
筑
摩
・
安
曇
の
二
郡
で
あ
っ
た
点
、
②
筑
摩
県
か
ら
病

院
へ
の
財
政
支
援
が
な
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
の
元
資
金
が
「
安
筑
」
す
な
わ
ち
筑
摩
・
安

曇
郡
か
ら
集
め
ら
れ
た
と
す
る
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
筑
摩
県
は
、

筑
摩
・
安
曇
の
二
郡
に
加
え
、
諏
訪
・
伊
那
郡
（
信
濃
国
）
と
、
大
野
・
益

田
・
吉
城
郡
（
飛
騨
国
）
の
全
七
郡
か
ら
な
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
な
ぜ
、
元

資
金
の
募
集
範
囲
が
「
安
筑
」
の
二
郡
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
一
八
七
二
年
七
月
に
出
さ
れ
た
病
院
元
資
金
募
集
の
布
達
が

あ
る）

15
（

。
こ
こ
で
は
、
将
来
的
に
は
「
此
上
一
層
盛
大
ニ
設
施
シ
、
遂
ニ
ハ
治
下

各
処
ニ
病
院
ヲ
造
立
」
す
る
と
の
見
通
し
の
も
と
、「
有
志
」
あ
る
い
は
「
志

ア
ル
者
」
に
対
し
元
資
金
の
加
入
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
地
域
医
療
を
「
一
層

盛
大
」
に
す
べ
く
、「
治
下
各
処
」
に
病
院
を
増
設
し
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
実
際
一
八
七
三
年
に
は
、
伊
那
郡
南
部
に
公
立
飯
田
病
院
、
ま
た
筑
摩
郡

西
部
に
筑
摩
県
病
院
福
島
分
院
が
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
て
い
る）

16
（

。

　

以
上
の
事
実
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
筑
摩
県
に
お
け
る
病
院
は
、
一
定
の
地
域
区

分
（
郡
）
ご
と
に
「
有
志
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
有
力
者
か
ら
元
資
金
を
募
る
形

で
増
設
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
筑
摩
・
安
曇
郡
は
、
こ
う
し
た
方
針
の
も

と
、
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
の
元
資
金
を
負
担
す
る
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
筑
摩
県
に
よ
る
財
政
支
援
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
一
八
七

八
年
に
作
成
さ
れ
た
長
野
県
報
告
書
に
は
、
旧
筑
摩
県
か
ら
医
学
校
へ
通
う
生

徒
に
対
し
「
若
干
ノ
県
税
ヲ
加
ヘ
」、「
公
費
ヲ
以
テ
之
ヲ
養
成
ス
」
と
の
記
述

表 1．病院元資金加入額

大区 金額（円）

1 3,029.5

2 73

3 639

4 1,870

5 1,230

筑摩郡：6,841.5

9 1,218

10 1,500

11 1,243

12 660

安曇郡：4,621

出典：『松本新聞』第 844号
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が
あ
る）

17
（

。
つ
ま
り
具
体
的
な
金
額
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
医
学
生
の
学
費
が

「
若
干
ノ
県
税
」
に
よ
り
補
助
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
筑
摩
県
医
黌
兼
病

院
に
は
、
筑
摩
・
安
曇
郡
か
ら
の
元
資
金
の
利
子
収
入
に
加
え
、
県
か
ら
の
財

政
支
援
も
部
分
的
な
が
ら
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

た
だ
し
県
費
に
よ
る
補
助
は
、
一
八
七
六
年
の
筑
摩
県
廃
県
と
長
野
県
へ
の

合
併
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
同
前
史
料

に
よ
れ
ば
、
一
八
七
八
年
二
月
に
至
り
県
費
補
助
に
よ
る
「
生
徒
ヲ
（
マ
マ
）公
費
ヲ
廃

シ
」
た
と
い
う
。
さ
ら
に
翌
七
九
年
二
月
に
は
、
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
に
と

も
な
い
、
医
学
校
を
廃
止
し
「
松
本
公
立
病
院
ト
単
称
ス
」
と
の
記
録
が
あ
る）

18
（

。

こ
の
時
点
で
旧
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
は
、
医
学
校
の
機
能
と
県
費
補
助
を
失
っ

た
の
で
あ
る
。
松
本
公
立
病
院
へ
の
「
単
称
」
化
は
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
東

筑
摩
・
南
安
曇
・
北
安
曇
の
三
郡
に
よ
る
共
立
で
ひ
と
つ
の
公
立
病
院
を
維
持

す
る
体
制
の
成
立
を
意
味
し
て
い
た
。

二
．
動
揺
す
る
三
郡
共
立
体
制

（
一
）
北
安
曇
郡
に
お
け
る
大
町
分
病
院
の
設
立

　

一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
）
の
松
本
公
立
病
院
「
単
称
」
化
に
至
り
、
松
本

地
方
三
郡
の
共
立
体
制
が
成
立
す
る
。
東
筑
摩
郡
に
所
在
す
る
病
院
を
、
東
筑

摩
・
南
安
曇
・
北
安
曇
の
三
郡
か
ら
拠
出
さ
れ
る
病
院
元
資
金
に
よ
り
維
持
す

る
。
こ
う
し
た
公
立
病
院
の
あ
り
方
は
、
各
郡
と
り
わ
け
南
北
安
曇
郡
の
住
民

に
十
分
な
医
療
を
提
供
し
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
か
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
事
実
が
、
大
町
分
病
院
の
開
院
で
あ
る
。
こ
の
病
院

は
、
北
安
曇
郡
大
町
村
六
日
町
の
旧
屋
を
修
繕
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
松

本
公
立
病
院
の
分
院
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
八
八
〇
年
九
月
一
二
日
に

催
さ
れ
た
開
業
式
の
様
子
が
、『
松
本
新
聞
』
に
て
報
じ
ら
れ
て
い
る）

19
（

。
北
安

曇
郡
長
は
じ
め
郡
村
役
人
の
ほ
か
、
県
衛
生
課
員
や
東
筑
摩
郡
長
ら
も
出
席
し
、

そ
れ
ぞ
れ
祝
辞
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
北
安
曇
郡
長
・
窪
田
畔
夫
は
、

北
安
曇
郡
の
医
療
環
境
に
「
未
タ
備
ラ
サ
ル
所
多
ク
」、
ま
た
「
病
院
不
便
ノ

説
ヲ
父
老
ニ
聞
キ
観
感
ス
ル
所
」
が
あ
っ
た
た
め
、
昨
年
の
着
任
よ
り
分
病
院

設
立
に
乗
り
出
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
北
安
曇
郡
は
、
同
じ
く
松
本
地
方
に
属

し
な
が
ら
、
山
々
に
囲
ま
れ
た
地
勢
に
あ
り
、
東
筑
摩
郡
と
も
距
離
が
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
急
病
や
伝
染
病
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
、
松
本
公
立
病
院
だ
け
で

は
対
応
し
き
れ
ず
、「
病
院
不
便
」
な
状
況
に
あ
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

北
安
曇
郡
役
所
が
長
野
県
に
提
出
し
た
報
告
書
「
公
立
大
町
分
病
院
現
況
」

に
は
、
設
立
の
「
原
由
」
が
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る）

20
（

。

抑
モ
本
院
設
立
之
カ
濫
觴
ニ
溯
レ
ハ
、
明
治
四
年
旧
松
本
藩
知
事
官
費
ヲ

以
テ
松
本
病
院
ヲ
松
本
ニ
設
置
シ
、
筑
摩
県
ニ
至
リ
管
下
ノ
有
志
ヲ
募
リ

之
ヲ
該
院
ノ
費
ニ
充
テ
、
漸
ヲ
以
テ
安
曇
中
央
ノ
地
ヲ
卜
シ
テ
以
テ
分
院

設
立
ス
ル
ヲ
朞
セ
リ
、
然
ル
ニ
合
県
ノ
令
ア
リ
テ
ヨ
リ
本
県
亦
タ
旧
県
ノ

意
ヲ
継
ギ
、
医
事
拡
張
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
旨
ヲ
諭
ト
サ
ル
、
会
々
客
年

郡
制
新
タ
ニ
成
リ
該
院
維
持
ノ
方
法
ヲ
東
筑
摩
及
ヒ
北
南
安
曇
ノ
三
郡
ヘ

委
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
及
ビ
、
復
ビ
分
院
設
立
ヲ
図
ル
ノ
際
、
彼
ノ
劇
烈
ナ
ル
虎

列
剌
病
西
（
マ
マ
）安
及
ヒ
管
下
ニ
猖
獗
ヲ
縦
ニ
シ
、
為
メ
ニ
非
命
ノ
死
ヲ
致
ス
者

多
ク
、
益
々
病
院
ノ
闕
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
三
郡
ノ
協
議
ヲ
遂
ゲ
地

四

明治前期における公立病院の興亡



ヲ
大
町
ニ
卜
シ
、
東
京
大
学
医
学
部
ヨ
リ
山
形
県
士
族
高
野
隆
造
ヲ
聘
シ
、

本
年
九
月
十
二
日
ヲ
以
テ
開
業
ス
、
医
員
職
制
及
ヒ
院
内
規
則
ノ
如
キ
ハ

後
チ
ニ
掲
ク
、
其
ノ
資
本
ノ
如
キ
ハ
郡
内
十
八
ヶ
村
募
集
ス
ル
所
ノ
金
二

千
九
（
マ
マ
）円
、
本
院
即
チ
松
本
病
院
ヨ
リ
送
致
ノ
金
六
百
円
ト
ヲ
合
セ
テ
金
二

千
六
百
円
及
ヒ
、
薬
価
収
納
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
維
持
ス

　

冒
頭
で
は
、
一
八
七
一
年
以
降
の
病
院
史
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で

「
安
曇
中
央
ノ
地
」
へ
の
分
院
設
立
が
、
筑
摩
県
以
来
の
「
朞
」
す
な
わ
ち
期

待
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
よ
い
。
前
章
で
み
た
よ
う

に
、
筑
摩
県
は
、
病
院
元
資
金
の
募
集
に
際
し
将
来
的
に
は
「
治
下
各
処
」
に

病
院
を
増
設
す
る
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
安
曇
郡
に
病
院
が
増

設
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
共
立
体
制
に
組
み
込
ま
れ
な
が

ら
も
、
よ
り
身
近
な
病
院
を
求
め
続
け
た
旧
安
曇
郡
住
民
の
「
朞
」
の
存
在
を

読
み
取
っ
て
お
き
た
い
。

　

続
い
て
前
半
部
で
は
、
分
病
院
設
立
の
直
接
的
な
契
機
が
二
点
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
一
点
目
が
、「
客
年
郡
制
新
タ
ニ
成
」
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
地
方
三

新
法
と
り
わ
け
郡
区
町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る）

21
（

。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
同
法
の
施
行
に
際
し
長
野
県
令
が
「
府
県
職
制
中
地
方
ノ
事
務
」
の
ほ

か
郡
区
長
の
権
限
で
処
分
で
き
る
二
三
の
「
特
任
」
事
項
を
通
達
し
て
い
る）

22
（

。

そ
の
な
か
で
第
一
六
項
目
に
「
公
立
病
院
ヲ
監
督
シ
、
私
立
病
院
設
置
願
ヲ
取

扱
フ
事
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
公
立
病
院
の
「
維
持
ノ
方
法
」
が
三
郡
に

「
委
セ
ラ
」
れ
た
と
の
記
述
は
、
こ
の
「
特
任
」
事
項
に
も
と
づ
く
も
の
と
解

さ
れ
る
。
二
点
目
が
、「
虎
列
剌
病
」
す
な
わ
ち
コ
レ
ラ
病
の
流
行
で
あ
る
。

一
八
七
九
年
は
、
コ
レ
ラ
が
全
国
的
に
流
行
し
た
年
で
あ
っ
た）

23
（

。
長
野
県
の
被

害
は
比
較
的
軽
か
っ
た
も
の
の
、
北
安
曇
郡
を
含
む
中
北
部
で
流
行
し
た
。
コ

レ
ラ
流
行
の
経
験
は
、
北
安
曇
郡
の
人
び
と
に
「
益
々
病
院
ノ
闕
ク
ベ
カ
ラ
ザ

ル
」
と
の
意
識
を
高
め
さ
せ
、
遂
に
は
「
三
郡
ノ
協
議
」
に
よ
り
大
町
分
病
院

の
設
立
が
実
現
し
た
と
い
う）

24
（

。

　

後
半
部
で
は
、
分
病
院
設
立
・
維
持
の
た
め
の
資
金
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
訳
は
、
①
北
安
曇
郡
の
一
八
ヵ
村
か
ら
の
「
募
集
」
金
、
②
本
院

か
ら
の
「
送
致
」
金
、
③
薬
価
収
納
金
で
あ
る
。
ま
ず
、
郡
内
各
村
か
ら
新
た

に
集
め
ら
れ
た
二
〇
〇
〇
余
円
と
い
う
金
額
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
元
資
金

加
入
額
に
匹
敵
す
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
松
本
公
立
病
院
（
本
院
）
か
ら

「
送
致
」
さ
れ
た
六
〇
〇
円
と
は
、
南
北
安
曇
郡
が
拠
出
し
て
い
た
病
院
元
資

金
の
利
子
（
年
一
五
％
）
に
お
お
む
ね
相
当
す
る
金
額
で
あ
る
。
実
際
、「
公

立
大
町
分
病
院
世
話
掛
」
と
し
て
設
立
に
関
与
し
た
平
林
観
次
郎
の
日
記
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る）

25
（

。「
南
安
曇
郡
モ
大
町
分
院
江
資
金
凡
三
百
円

年
々
送
金
有
之
由
、
又
北
安
曇
郡
資
是
迄
松
本
病
院
出
金
セ
シ
分
凡年

ニ三
百
円
、

南
北
両
郡
ニ
テ
是
迄
六
百
円
年
々
松
本
ヘ
送
ル
分
ヲ
大
町
病
院
ヘ
当
テ
」
る
と

い
う
。
南
北
安
曇
郡
が
そ
れ
ま
で
松
本
公
立
病
院
に
拠
出
し
て
い
た
三
百
円
ず

つ
の
元
資
金
を
大
町
分
病
院
へ
回
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。
元
資
金
を
分
割
す
る

事
態
は
、「
三
郡
ノ
協
議
ヲ
遂
ゲ
」
と
の
記
述
と
も
関
連
し
て
、
三
郡
共
立
体

制
を
動
揺
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
要
因
と
な
っ
た
。
こ
の
点
、
次
節
で
改
め
て
検
討

す
る
。

　

こ
こ
で
は
、
大
町
分
病
院
が
設
立
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
地
方
三
新
法
下
に

お
け
る
郡
の
位
置
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
お
き
た
い
。
松
沢
裕
作
に
よ
れ
ば
、

五
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地
方
三
新
法
は
、
地
域
住
民
が
公
的
利
害
を
共
有
す
る
範
囲
＝
「
地
方
」
の
単

位
を
府
県
レ
ベ
ル
に
設
定
し
た
点
に
画
期
性
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
郡
区
・

町
村
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
位
置
づ
け
に
「
曖
昧
」
さ
が
残
さ
れ
た）

26
（

。
確
か
に
長
野

県
で
も
、
郡
は
独
自
の
財
源
や
代
議
機
構
を
持
た
ず
、
行
政
機
関
と
し
て
は
府

県
の
下
部
機
構
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、「
独
自
の
施
策
を
お
こ

な
う
権
限
は
小
さ
か
っ
た）

27
（

」。

　

以
上
の
よ
う
な
郡
の
「
曖
昧
」
さ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
こ
の
時
期
の
北
安

曇
郡
で
展
開
さ
れ
て
い
た
ひ
と
つ
の
議
論
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
以
下
は
、

北
安
曇
郡
在
住
の
学
校
教
員
で
自
由
民
権
運
動
に
も
参
加
し
た
野
々
山
直
記
が

『
松
本
新
聞
』
に
寄
せ
た
投
書
「
北
安
曇
郡
々
会
開
設
檄
文
」
で
あ
る）

28
（

。

我
北
安
曇
郡
ハ
、
実
ニ
信
州
ノ
西
北
隅
ニ
位
シ
テ
山
岳
蛇
腕
龍
蜓
シ
テ
寒

村
錯
雑
（
中
略
）、
幸
ニ
剛
英
敢
為
民
政
ニ
長
セ
ル
窪
田
郡
長
ヲ
得
テ
漸

ク
條
緒
ニ
就
ク
者
多
シ
ト
雖
ト
モ
、
猶
未
タ
足
レ
リ
ト
為
ス
ヿ
能
ハ
サ
ル

モ
ノ
ヽ
如
シ
、
此
レ
其
ノ
郡
会
ノ
已
ム
可
ラ
サ
ル
所
以
ナ
リ
（
中
略
）、

是
以
テ
十
有
八
村
ノ
戸
長
諸
君
速
ニ
余
カ
言
ヲ
容
レ
、
大
ニ
仁
科
ニ
会
シ

協
合
戮
力
輸
然
嬴
然
讜
論
侃
議
、
目
今
ノ
急
務
ヨ
リ
将
来
ノ
策
略
ニ
及
ヒ

交
誼
ヲ
厚
シ
気
脈
ヲ
通
シ
、
一
郡
ノ
公
利
ヲ
謀
リ
政
府
ノ
法
律
ヲ
奉
シ
元

気
ヲ
鼓
動
シ
民
権
ヲ
拡
張
シ
、
以
テ
他
郡
ノ
侮
辱
ヲ
禦
ク
ヿ
、
主
ト
シ
テ

戸
長
諸
君
及
ヒ
有
志
者
ノ
責
任
ナ
リ

　

「
寒
村
錯
雑
」
な
北
安
曇
郡
に
窪
田
畔
夫
が
郡
長
と
し
て
赴
任
し
た
こ
と
は

「
幸
」
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
郡
会
」
を
開
設
す
べ
き
で
あ
る
。
北
安
曇
郡

一
八
ヵ
村
の
人
び
と
が
、「
仁
科
」（
大
町
村
）
に
集
ま
り
「
目
今
ノ
急
務
」
か

ら
「
将
来
ノ
策
略
」
ま
で
議
論
を
重
ね
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
一
郡
ノ
公
利
」
を

実
現
し
、「
他
郡
ノ
侮
辱
」
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
野
々
山
は
、
各
村
戸
長

ら
「
有
志
者
」
に
対
し
、
北
安
曇
郡
会
の
開
設
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

野
々
山
の
投
書
か
ら
は
、「
公
利
」
を
実
現
す
る
単
位
と
し
て
の
郡
へ
の
期

待
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
位
置
づ
け
や
権
限
が
「
曖
昧
」

で
あ
れ
ば
こ
そ
生
じ
た
期
待
感
で
は
な
か
っ
た
か
。
実
際
一
八
八
〇
年
九
月
に

は
大
町
村
で
北
安
曇
郡
一
八
ヵ
村
に
よ
る
「
連
合
会
」
が
開
か
れ
た
。
開
会
に

先
立
つ
八
月
一
〇
日
に
は
、
大
町
村
戸
長
の
栗
林
幸
一
郎
が
郡
長
に
対
し
、
取

り
上
げ
る
べ
き
議
題
と
し
て
「
病
院
設
立
の
方
法
と
其
維
持
方
法
」、「
職
業
学

校
設
立
方
法
」、「
北
越
線
路
を
修
繕
」
の
三
ヵ
条
を
提
出
し
て
い
る）

29
（

。
後
二
者

に
つ
い
て
は
実
際
の
議
事
録
が
遺
さ
れ
て
お
り
、「
連
合
会
」
で
は
北
安
曇
郡

住
民
の
生
業
や
生
活
と
密
接
に
関
わ
る
議
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た）

30
（

。

　

連
合
会
に
お
け
る
議
題
の
う
ち
職
業
学
校
の
設
立
は
、
北
安
曇
郡
が
松
本
中

学
校
（
東
筑
摩
郡
に
所
在
）
へ
拠
出
し
て
き
た
中
学
校
資
金
を
財
源
と
す
る
計

画
で
あ
っ
た
。
連
合
会
の
決
議
を
受
け
て
長
野
県
に
提
出
さ
れ
た
「
奉
願
書
」

に
は
、
一
八
七
三
年
に
松
本
中
学
校
が
設
け
ら
れ
て
以
来
、
北
安
曇
郡
か
ら
は

「
一
人
ノ
就
キ
学
フ
モ
ノ
ア
ル
ヲ
見
」
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
毎
年
「
三
百
余

円
」
を
納
め
続
け
て
い
る
た
め
「
人
民
ノ
苦
情
」
が
は
な
は
だ
し
い
と
記
さ
れ

て
い
る）

31
（

。
つ
ま
り
こ
の
計
画
は
、
東
筑
摩
郡
へ
の
拠
出
金
を
引
き
上
げ
、
北
安

曇
郡
が
独
自
に
職
業
学
校
の
設
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た）

32
（

。
こ
こ
に
は
、

「
本
院
」
へ
の
元
資
金
を
転
用
し
て
設
立
さ
れ
た
大
町
分
病
院
と
同
様
の
構
図

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
新
法
下
の
北
安
曇
郡
で
は
、「
郡
」
と
い
う
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新
し
い
行
政
単
位
へ
の
期
待
を
背
景
に
、
教
育
や
医
療
な
ど
諸
領
域
に
わ
た
り

「
一
郡
ノ
公
利
」
が
追
求
さ
れ
て
い
た
。
大
町
分
病
院
の
開
院
は
、「
公
利
」
実

現
に
向
け
た
諸
動
向
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
地
域
の
医
療
環
境
を
め
ぐ
る
「
公
」
の
せ
め
ぎ
あ
い

　

大
町
分
病
院
の
開
院
は
、
南
北
安
曇
郡
が
拠
出
し
て
い
た
病
院
元
資
金
を
分

割
す
る
こ
と
で
実
現
し
た
。
そ
の
一
方
、
東
筑
摩
郡
で
は
私
立
病
院
・
開
業
医

が
叢
生
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
動
向
に
つ
い
て
、
個
別
の
経
緯
を
伝
え
る

史
料
を
見
出
せ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
以
下
、『
松
本

新
聞
』
の
記
事
に
よ
り
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

東
筑
摩
郡
に
お
け
る
開
業
医
の
叢
生
に
つ
い
て
、
一
八
八
〇
年
（
明
治
一

三
）
一
二
月
五
日
付
『
松
本
新
聞
』
の
投
書
欄
が
あ
る
。
投
書
者
は
、「
病
院

ノ
景
況
ハ
イ
カ
ニ
モ
振
ハ
ザ
ル
」
と
、
松
本
公
立
病
院
が
不
振
に
陥
っ
て
い
る

現
状
を
問
題
視
し
て
い
る
。
不
振
の
理
由
と
し
て
は
、「
其
院
奉
職
ノ
医
員
」

が
「
学
術
ニ
長
シ
タ
ル
ト
雖
モ
人
望
少
」
い
こ
と
が
大
き
い
と
い
う
。
医
学
研

究
に
は
熱
心
で
あ
る
一
方
で
、
患
者
へ
の
対
応
が
冷
淡
な
医
員
た
ち
の
姿
勢
を

批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
公
立
病
院
へ
の
批
判
に
続
け
て
、
患
者
た
ち
が
開

業
医
の
も
と
に
集
ま
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
此
頃
職
ヲ
辞
サ
レ
シ

小
沢
君
初
メ
、
沢
辺
君
等
自
宅
ニ
診
ヲ
乞
フ
者
〔
イ
カ
ニ
モ
沢
山
ト
云
ニ
ハ
ア

ラ
ザ
レ
ト
モ
〕
多
シ
」
と
い
う
。
こ
こ
で
登
場
す
る
二
人
は
、
筑
摩
県
医
黌
兼

病
院
以
来
の
医
員
を
勤
め
て
い
た
小
沢
中
甫
と
沢
辺
正
俊
の
こ
と
で
、
い
ず
れ

も
辞
職
後
に
自
宅
で
開
業
し
て
い
た
。
こ
れ
以
外
の
開
業
医
に
つ
い
て
も
、

「
栗
原
恒
及
ヒ
木
村
甚
平
氏
ノ
如
キ
、
門
前
ニ
市
ヲ
ナ
ス
」
な
ど
と
、
繁
昌
す

る
様
子
を
伝
え
て
い
る）

33
（

。

　

松
本
公
立
病
院
の
医
員
た
ち
が
「
人
望
」
を
失
う
一
方
、
私
立
病
院
・
開
業

医
が
患
者
を
集
め
て
い
く
。
と
す
れ
ば
こ
の
時
期
、
松
本
公
立
病
院
は
、
東
筑

摩
郡
の
内
外
に
わ
た
り
動
揺
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
外
部
の
南
北
安
曇
郡
と
の

関
係
で
は
、
大
町
分
病
院
の
設
立
に
よ
り
病
院
元
資
金
が
分
割
さ
れ
、
三
郡
共

立
体
制
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
一
方
内
部
で
は
、
私
立
病
院
・
開
業
医
に
よ
り
患

者
が
奪
わ
れ
、
経
営
が
圧
迫
さ
れ
る
。
松
本
公
立
病
院
は
、
こ
う
し
て
経
営
危

機
を
迎
え
る
な
か
、「
改
革
」
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
く
。

　

一
八
八
〇
年
一
二
月
一
一
日
か
ら
一
四
日
に
か
け
、『
松
本
新
聞
』
に
「
松

本
公
立
病
院
改
革
ス
ヘ
キ
ヲ
論
ス
」
と
題
す
る
社
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
筆
者
は

当
時
の
印
刷
長
・
市
川
量
造
と
推
測
さ
れ
る
が
、
無
署
名
の
た
め
確
定
は
で
き

な
い）

34
（

。
し
か
し
こ
の
史
料
は
、
松
本
公
立
病
院
の
財
政
的
変
遷
が
記
さ
れ
て
い

る
点
、
三
郡
共
立
体
制
の
存
続
を
目
指
す
「
松
本
中
心
主
義
」
的
な
立
場
が
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
点
で
、
注
目
に
値
す
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
社
説
を
も

と
に
、
大
町
分
病
院
の
開
院
が
松
本
公
立
病
院
の
経
営
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
こ
う
。

　

こ
の
社
説
で
は
ま
ず
、
松
本
公
立
病
院
の
現
状
に
つ
い
て
、「
内
ハ
医
員
ノ

葛
藤
ヲ
醸
」
し
「
外
は
患
者
ノ
信
仰
ヲ
失
シ
」、「
日
ニ
衰
頽
ヲ
視
ル
」
と
語
ら

れ
て
い
る
。
前
述
の
投
書
で
記
さ
れ
て
い
た
「
病
院
ノ
景
況
ハ
イ
カ
ニ
モ
振
ハ

ザ
ル
」
に
も
共
通
す
る
現
状
認
識
が
読
み
取
れ
る
。
社
説
の
筆
者
に
よ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
公
立
病
院
は
「
安
筑
両
郡
ノ
共
有
物
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
三
郡
の

住
民
が
そ
の
経
営
に
関
心
を
寄
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
松
本
地
方

の
住
民
は
「
各
自
カ
所
有
権
ヲ
抛
棄
シ
タ
ル
」
よ
う
に
み
え
、
病
院
は
「
衰

七
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頽
」
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
打
開
す
べ
く
、「
安
筑
一
般
ノ
商

議
」
に
も
と
づ
き
公
立
病
院
の
「
改
革
」
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

　

そ
こ
で
病
院
「
改
革
」
の
参
考
と
し
て
財
政
に
つ
い
て
報
じ
る
と
し
、
第
一

に
一
八
七
三
年
の
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
の
再
興
に
際
し
て
定
め
ら
れ
た
病
院
元

資
金
の
金
額
が
大
区
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿

第
一
章
の
表
一
で
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
八
七
四
年
よ
り
一
八

八
〇
年
一
〇
月
ま
で
の
収
支
表
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
表
二
）。
一
八
七
四

年
か
ら
七
九
年
ま
で
順
調
に
黒
字
を
積
み
重
ね
て
き
た
病
院
経
営
が
、
一
八
八

〇
年
一
〇
月
時
点
で
初
め
て
赤
字
に
転
落
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
し

て
お
き
た
い
。
同
年
の
大
町
分
病
院
の
開
院
は
、
松
本
公
立
病
院
の
経
営
に
深

刻
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。

　

社
説
で
も
、
大
町
分
病
院
に
つ
い
て
「
其
外
面
ハ
分
病
院
ニ
シ
テ
、
其
内
実

ハ
分
離
」
で
あ
り
、
安
曇
郡
か
ら
の
元
資
金
を
「
割
与
」
し
た
こ
と
に
よ
り
松

本
公
立
病
院
は
「
独
リ
筑
摩
郡
ノ
ミ
ノ
関
係
ニ
止
マ
ル
」
よ
う
な
現
状
に
陥
っ

て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
東
筑
摩
・
南
安

曇
・
北
安
曇
に
よ
る
三
郡
共
立
体
制
が
解
体
し
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
危
機
意
識

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
共
立
の
維
持
を
目
指
す
立
場
か
ら
、
大
町
分

病
院
の
開
院
が
以
下
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
。

抑
モ
松
本
公
立
病
院
ハ
前
陳
ノ
如
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
人
民
ノ
公
立
ニ
成
リ

タ
ル
ハ
論
ナ
キ
ナ
リ
、
然
ラ
ハ
之
ヲ
分
離
若
シ
ク
ハ
分
病
院
ヲ
設
置
ス
ル

カ
如
キ
ハ
、
人
民
ニ
謀
議
シ
人
民
之
ヲ
可
ト
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
、
其
処

置
ヲ
為
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
論
ヲ
待
タ
サ
ル
所
ナ
リ
、
其
人
民
ニ
謀
議
セ
ス

之
カ
処
置
ヲ
為
ス
者
ハ
何
等
ノ
人
ソ
、
恐
ラ
ク
ハ
病
院
現
時
医
員
ノ
所
為

ニ
出
テ
官
是
ニ
意
ヲ
注
カ
ス
、
医
員
ノ
請
求
ト
安
曇
郡
ノ
請
求
ト
ヲ
取
テ

以
テ
之
ヲ
聞
キ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
考
セ
リ
ト
雖
モ
、
余
輩
カ
意
見
ニ
於
テ
ハ

其
処
置
穏
当
ナ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
思
惟
ス
、
何
者
創
始
ノ
際
安
筑
両
郡

ノ
合
体
シ
テ
以
テ
其
成
立
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
設
ヒ
外
面
ノ
分
病
院
ニ
モ

セ
ヨ
筑
摩
郡
ニ
謀
ラ
ス
シ
テ
恣
ニ
之
ヲ
処
置
ス
ル
ノ
理
ア
ラ
ン
ヤ
、
是
レ

穏
当
ナ
ラ
サ
ル
処
置
ト
云
フ
所
ナ
リ

　

松
本
公
立
病
院
は
三
郡
の
「
人
民
ノ
公
立
」
に
よ
り
開
院
さ
れ
た
。
と
す
れ

ば
分
病
院
の
設
置
に
は
、「
人
民
」
の
合
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
大
町
分
病
院
は
、「
医
員
ノ
請
求
」
と
「
安
曇
郡
ノ
請
求
」
の
み
で

表 2．松本公立病院の収支表（1874～1880年）

年 入高（円） 出高（円） 差引（円）

1874 5749.23 5289.63 459.6

1875 5341.02 4015.94 1325.38※1

1876 4945.17 3524.17 1421

1877 5298.8 3378.54 1920.26

1878 5616.23 3530.04 2086.19

1879 7869.13 6190.37 1678.76

1880 2475.18 2766.74 －291.56※2

※ 1：1875年は差引額が整合していない。
※ 2：1880年は 10月までの数値である。

出典：『松本新聞』第 844号
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一
方
的
に
開
院
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
分
病
院
の
設
置
は
、
東
筑
摩

郡
の
合
意
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
処
置
」
で
あ
る
。
こ
う
し

た
批
判
の
う
え
で
、「
一
大
聯
合
会
」
の
開
催
が
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
該
院
維
持
ノ
方
法
及
ヒ
確
乎
タ
ル
規
則
ヲ
制
定
」
す
る
こ
と
で
、「
病
院
ノ
病

院
タ
ル
規
模
ヲ
大
イ
ニ
拡
張
」
す
べ
し
と
の
「
改
革
」
案
で
あ
る
。

大
町
分
病
院
ハ
、
現
時
ノ
事
実
更
ニ
分
離
独
立
ノ
体
ナ
リ
ト
雖
モ
、
表
面

ヨ
リ
之
ヲ
視
ル
ト
キ
ハ
松
本
病
院
ノ
分
病
院
タ
ル
者
ナ
レ
ハ
、
聯
合
会
ヲ

開
ク
ニ
就
テ
ハ
独
リ
筑
摩
郡
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
共
ニ
安
曇
南
北
郡
モ
此
会
ニ

与
カ
ラ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ
、
然
ラ
ハ
目
今
東
筑
摩
郡
南
北
安
曇
郡
ノ
三

郡
相
ヒ
合
体
シ
テ
此
ノ
会
ヲ
興
コ
（
マ
マ
）シ
、
正
々
ノ
議
・
堂
々
ノ
論
以
テ
其
公

議
輿
論
ヲ
採
ラ
バ
、
実
ニ
愉
快
ナ
ラ
ス
ヤ

　

大
町
分
病
院
は
、
実
質
的
に
は
「
分
離
独
立
ノ
体
」
で
あ
る
が
、「
表
面
」

上
は
あ
く
ま
で
松
本
公
立
病
院
の
分
院
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
連
合
会
」
は
、

東
筑
摩
郡
だ
け
で
な
く
南
安
曇
・
北
安
曇
郡
も
参
加
し
、「
三
郡
相
ヒ
合
体
シ

テ
」
開
催
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
で
「
正
々
ノ
議
・
堂
々
ノ
論
」
を
交

わ
す
こ
と
で
、
病
院
の
維
持
に
向
け
た
「
公
議
輿
論
」
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
う
べ
き
は
、
社
説
「
松
本
公
立
病
院
改
革
ス
ヘ
キ
ヲ
論
ス
」
に
お

け
る
「
人
民
」
お
よ
び
「
公
議
輿
論
」
の
内
実
で
あ
り
、「
改
革
」
の
方
向
性

で
あ
ろ
う
。
松
本
公
立
病
院
の
「
維
持
」
と
「
拡
張
」
を
追
求
す
る
。
そ
の
た

め
に
、
大
町
分
病
院
の
「
独
立
」
を
批
判
し
、
三
郡
共
立
体
制
の
存
続
を
主
張

す
る
。
社
説
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
東
筑
摩
郡
の
松
本
に
所
在
す
る
公
立

病
院
の
経
営
を
、
東
筑
摩
郡
に
加
え
、
距
離
的
に
は
隔
た
っ
た
南
安
曇
・
北
安

曇
郡
の
住
民
も
負
担
す
る
と
い
う
構
図
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
構
図
の

も
と
で
は
、
自
郡
の
病
院
を
希
求
し
て
い
た
旧
安
曇
郡
住
民
の
「
朞
」
が
顧
み

ら
れ
る
余
地
は
き
わ
め
て
希
薄
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
社
説
が
想
定
す
る
「
人

民
」
ま
た
は
「
公
議
輿
論
」
に
は
、「
松
本
中
心
主
義
」
的
な
志
向
性
が
色
濃

く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
松
本
新
聞
』
社
説
を
も
と
に
、
松
本
公
立
病
院
の
「
改
革
」

を
主
張
す
る
立
場
と
そ
の
論
理
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
社
説
は
、
大
町
分

病
院
の
開
院
を
批
判
し
、
筑
摩
県
以
来
の
三
郡
共
立
体
制
の
存
続
を
主
張
し
て

い
た
。
か
か
る
「
松
本
中
心
主
義
」
的
な
志
向
性
の
対
極
に
は
、「
一
郡
ノ
公

利
」
を
追
求
す
る
北
安
曇
郡
の
志
向
性
が
位
置
し
て
い
る
。
松
本
公
立
病
院
を

「
拡
張
」
す
べ
く
「
安
筑
ノ
人
民
」
を
糾
合
し
「
公
議
輿
論
」
の
形
成
を
目
指

す
『
松
本
新
聞
』。「
一
郡
ノ
公
利
」
を
実
現
す
べ
く
三
郡
共
立
体
制
か
ら
離
脱

し
自
郡
の
病
院
を
設
立
し
た
北
安
曇
郡
。
ふ
た
つ
の
「
公
」
が
、
公
立
病
院
の

立
地
や
負
担
の
あ
り
方
を
め
ぐ
り
せ
め
ぎ
合
う
。
一
八
八
〇
年
九
月
一
二
日
の

大
町
分
病
院
開
院
こ
そ
、
こ
う
し
た
対
立
を
顕
在
化
さ
せ
、
地
域
の
医
療
環
境

を
大
き
く
変
動
さ
せ
る
事
態
で
あ
っ
た
。

三
．
公
立
病
院
の
衰
退
と
開
業
医
体
制
へ
の
移
行

　

明
治
前
期
の
松
本
地
方
で
は
、
東
筑
摩
郡
の
松
本
公
立
病
院
と
北
安
曇
郡
の

大
町
分
病
院
が
並
立
す
る
に
至
っ
た
。
両
院
は
、
名
目
上
は
本
院
と
分
院
の
関

係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
大
町
分
病
院
の
開
院
は
、『
松
本
新
聞
』
社
説
も
「
分

九
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離
独
立
ノ
体
」
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
三
郡
共
立
体
制
か
ら
の
離

脱
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
が
松
本
公
立
病
院
の
経
営
に
深
刻
な
影

響
を
与
え
た
こ
と
は
、
前
章
の
表
二
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
経
営
の
不
安

定
さ
は
、
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
新
た
に
開
院
し
た
大
町
分
病
院
に
も
共

通
し
て
い
た
。

　

長
野
県
統
計
を
も
と
に
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
か
ら
両
院
が
閉
院
す

る
ま
で
の
患
者
数
の
推
移
を
確
認
し
て
お
こ
う）

35
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図
一
か
ら
、
松
本
公
立
病
院

の
患
者
数
は
二
〇
〇
〇
人
台
後
半
で
推
移
し
て
い
た
が
、
一
八
八
八
年
以
降
は

減
少
し
始
め
、
一
八
九
三
年
の
閉
院
時
に
は
一
三
〇
三
人
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
大
町
分
病
院
の
患
者
数
は
、
一
八
八
三
年
以
降
、
松
本
公
立
病
院

を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
り
わ
け
一
八
八
六
年
に
は
、
五

〇
〇
〇
人
を
越
え
て
い
た
。
た
だ
し
こ
れ
以
降
の
統
計
は
確
認
で
き
ず
、
大
町

分
病
院
は
こ
の
年
に
閉
院
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

以
下
、
一
八
八
六
年
に
大
町
分
病
院
が
、
ま
た
一
八
九
三
年
に
松
本
公
立
病

院
が
、
そ
れ
ぞ
れ
閉
院
す
る
ま
で
の
経
緯
を
経
営
の
実
態
に
即
し
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。

（
一
）
大
町
分
病
院
の
閉
院

　

大
町
分
病
院
の
規
則
・
財
政
・
組
織
な
ど
に
つ
い
て
は
、
北
安
曇
郡
役
所
に

よ
る
報
告
書
（
以
下
「
郡
役
所
報
告
」
と
記
す
）
に
詳
し
い）

36
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ま
ず
規
則
は
、

診
察
の
日
時
や
、
薬
価
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
医
員
に
「
患
者
ニ
対
シ
懇

厚
ニ
接
待
」
す
る
こ
と
や
、「
極
貧
ニ
シ
テ
薬
価
ヲ
納
メ
難
キ
者
」
へ
の
「
施

薬
」
を
定
め
た
り
す
る
な
ど
、
理
念
的
な
側
面
も
有
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
理

念
の
も
と
、
大
町
分
病
院
は
、
開
院
か
ら
六
年
後
に
は
年
間
五
〇
〇
〇
人
を
越

え
る
患
者
を
獲
得
し
て
い
た
。
し
か
し
患
者
数
は
順
調
に
増
加
す
る
一
方
で
、

財
政
基
盤
は
必
ず
し
も
強
固
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
町
分
病
院
の
財
政
基
盤
は
、
前
章
第
一
節
で
み
た
通
り
、
①
北
安
曇
郡
一

八
ヵ
村
か
ら
の
「
募
集
」
金
、
②
本
院
か
ら
の
「
送
致
」
金
、
③
薬
価
収
納
金

で
あ
っ
た
。
大
町
分
病
院
は
、
北
安
曇
郡
村
々
か
ら
の
拠
出
金
を
柱
と
し
て
い

図 1．松本公立病院と大町分病院における患者数の推移
出典：「長野県統計書」1912年，国立国会図書館蔵をもとに作成
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た
点
で
、
公
立
病
院
で
あ
っ
た
と
、
さ
し
あ
た
り
は
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

病
院
財
政
に
関
す
る
周
辺
史
料
か
ら
は
、
経
営
の
不
安
定
さ
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

第
一
に
、
開
院
か
ら
二
ヵ
月
後
の
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）
一
一
月
一
〇

日
、
大
町
村
臨
時
村
会
が
開
か
れ
た）

37
（

。
村
会
議
員
二
三
人
の
ほ
か
病
院
執
事
と

郡
役
人
が
病
院
の
「
主
任
」
と
し
て
臨
席
し
た
こ
の
会
議
で
は
、「
病
院
資
金

出
途
方
法
議
案
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
多
岐
に
わ
た
る
論
点
の
う
ち
、

資
金
徴
収
の
範
囲
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。

議
長
曰
ク
（
中
略
）
病
院
資
金
出
途
方
法
議
案
ノ
一
次
会
ヲ
開
ク
ヘ
シ
、

疑
義
ア
ラ
ハ
番
外
ニ
質
問
ア
リ
タ
シ
、

十
一
番
曰
ク
、
該
徴
収
ハ
北
安
曇
郡
ハ
皆
徴
収
ス
ル
モ
ノ
カ
、

番
外
曰
ク
、
七
貴
村
等
ハ
松
本
ヘ
近
キ
ヲ
以
テ
少
シ
ク
紛
云
ノ
廉
ア
レ
ト

モ
郡
長
ノ
説
諭
ニ
由
テ
速
ニ
徴
収
セ
リ

　

発
言
者
の
う
ち
、「
十
一
番
」
は
村
会
議
員
の
高
橋
定
七
、「
番
外
」
は
病
院

執
事
の
栗
林
幸
一
郎
で
あ
る
。
こ
こ
で
高
橋
は
、「
該
徴
収
ハ
北
安
曇
郡
ハ
皆

徴
収
ス
ル
モ
ノ
カ
」
と
、
北
安
曇
郡
全
域
で
病
院
資
金
を
徴
収
す
る
の
か
と
尋

ね
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
栗
林
は
、
七
貴
村
の
よ
う
に
「
紛
云
ノ
廉
」
が
窺
え

る
村
も
あ
る
が
、「
郡
長
ノ
説
諭
」
に
よ
り
「
速
」
に
資
金
を
徴
収
す
る
と
返

答
し
て
い
る
。
七
貴
村
は
、
北
安
曇
郡
の
南
端
に
位
置
し
て
お
り
、
大
町
村
よ

り
も
松
本
の
方
が
通
い
や
す
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
町
分
病
院
へ
の
拠
金
に

難
色
を
示
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
郡
役
所
報
告
」
で

述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
分
病
院
設
立
へ
の
「
朞
」
が
、
必
ず
し
も
北
安
曇
郡

全
村
で
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
村
会
で
は
徴
収
範
囲
の
ほ
か
に
も
、
毎
年
の
徴
収
金
額
（「
本
年
モ
来

年
モ
四
百
六
十
六
円
ツ
ヽ
ナ
ル
カ
」）、
徴
収
の
担
当
者
（「
徴
収
ハ
衛
生
委
員

之
ヲ
取
扱
フ
カ
」）
や
、
負
担
の
割
合
（「
動
産
ニ
八
分
、
人
員
ニ
二
分
ト
修
正

シ
タ
シ
」）
な
ど
の
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
徴
収
に
関
わ
る
ご

く
基
本
的
な
事
項
で
あ
る
。
大
町
分
病
院
が
開
院
し
て
以
降
も
、
こ
れ
ら
の
問

題
が
な
お
議
論
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
開
院
か
ら
三
年
後
の
一
八
八
三
年
九
月
二
五
日
、
北
安
曇
郡
村
々
の

惣
代
か
ら
次
の
よ
う
な
「
建
議
書
」
が
北
安
曇
郡
長
に
提
出
さ
れ
た）

38
（

。
惣
代
た

ち
は
、「
各
自
若
干
ノ
金
ヲ
負
担
シ
」
て
よ
う
や
く
分
病
院
を
開
い
た
が
、「
未

タ
維
持
ノ
方
法
ノ
確
固
タ
ル
ヲ
聞
カ
」
ず
、「
人
民
疑
ヲ
其
間
ニ
容
レ
、
永
ク

維
持
ノ
如
何
ヲ
危
ム
モ
ノ
ア
リ
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
北
安
曇
郡
連
合
町

村
会
を
通
じ
て
「
郡
内
ノ
輿
論
」
を
形
成
し
、「
永
遠
ニ
維
持
ス
ル
ノ
方
法
」

を
確
立
す
べ
し
と
い
う
。
こ
の
「
建
議
書
」
が
、
分
病
院
の
開
院
か
ら
三
年
が

経
過
し
て
の
ち
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
時
点
で
、
未
だ
「
人
民
疑
」
が
払
拭
さ
れ
て
お
ら
ず
、
存
続
が
危
ぶ

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
二
に
、
構
成
員
の
月
俸
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
郡
役
所
報

告
」
に
よ
れ
ば
、
大
町
分
病
院
の
役
職
と
月
俸
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
院
長

が
五
〇
円
、
当
直
医
長
兼
診
察
掛
が
二
〇
円
、
当
直
医
兼
監
獄
掛
兼
診
察
掛
兼

薬
局
長
が
三
〇
円
、
当
直
医
兼
診
察
医
が
一
二
円
、
出
仕
医
兼
薬
局
掛
が
八
円
、

会
計
掛
が
三
円
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
執
事
は
日
給
一
五
銭
と
記
さ
れ
て
い
る
。

医
員
五
人
、
執
事
三
人
、
会
計
掛
二
人
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目

一
一
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し
て
お
き
た
い
の
が
、
医
員
月
俸
の
金
額
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
時
期
、

東
京
大
学
医
学
部
出
身
者
の
月
俸
は
一
五
〇
円
以
上
が
全
国
的
な
相
場
で
あ
っ

た
と
い
う）

39
（

。
大
町
分
病
院
で
も
、「
東
京
大
学
医
学
部
ヨ
リ
山
形
県
士
族
高
野

隆
造
ヲ
聘
シ
」（「
郡
役
所
報
告
」）、
院
長
に
据
え
て
い
た
が
、
そ
の
月
俸
は
五

〇
円
と
き
わ
め
て
低
額
で
あ
っ
た
。
月
俸
の
安
さ
に
は
不
満
も
少
な
く
な
か
っ

た
よ
う
で
、
一
八
八
〇
年
一
〇
月
に
は
、
高
島
又
玄
（
当
直
医
な
ど
、
月
俸
三

〇
円
）
が
「
物
価
騰
貴
生
活
ニ
差
閊
」
る
た
め
と
い
う
理
由
で
辞
表
を
提
出
し

た
と
報
告
さ
れ
て
い
る）

40
（

。
さ
ら
に
こ
う
し
た
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
八
八
四

年
一
月
に
病
院
執
事
・
会
計
掛
ら
は
、
院
長
月
俸
を
三
〇
円
以
内
と
す
る
な
ど
、

諸
経
費
を
よ
り
削
減
す
べ
し
と
の
「
意
見
書
」
を
ま
と
め
て
い
る）

41
（

。

　

大
町
分
病
院
は
、
三
郡
共
立
体
制
か
ら
分
離
し
て
開
院
に
こ
ぎ
着
け
、
順
調

に
患
者
数
を
伸
ば
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
経
営
は
、
不
安
定
で
あ
り
続
け
た

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
開
院
以
後
も
、
資
金
徴
収
に
関
わ
る
基
本
的
な
事

項
す
ら
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
永
続
的
な
維
持
を
危
ぶ
む
見
方
も
存
在
し
て
い
た
。

ま
た
院
長
以
下
医
員
た
ち
の
待
遇
は
き
わ
め
て
薄
給
で
あ
り
、
あ
ま
つ
さ
え
さ

ら
な
る
人
件
費
削
減
が
提
案
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
財
政
基
盤
の

脆
弱
さ
も
あ
り
、
大
町
分
病
院
は
一
八
八
七
年
に
閉
院
に
追
い
込
ま
れ
た）

42
（

。

　

公
立
病
院
を
喪
失
し
て
の
ち
、
北
安
曇
郡
の
地
域
医
療
を
担
っ
た
の
は
、
開

業
医
で
あ
っ
た
。
一
八
九
〇
年
、
私
立
平
林
病
院
が
大
町
西
町
に
て
開
院
し
た
。

以
下
は
、
平
林
観
次
郎
の
日
記
か
ら
の
引
用
で
あ
る）

43
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明
治
廿
三
年
十
一
月
廿
三
日
、
平
林
邦
路
、
大
町
西
町
ニ
平
林
病
院
ヲ
開

設
セ
リ
、
是
迄
ハ
上
田
町
ニ
開
業
セ
シ
処
、
当
地
ハ
医
員
ニ
欠
亡
セ
シ
ニ

付
、
当
地
有
志
者
之
進
メ
ニ
依
リ
、
不
日
開
院
ス
ル
ヿ
ニ
相
成
タ
リ

　

大
町
分
病
院
の
閉
院
に
よ
り
大
町
村
で
は
「
医
員
ニ
欠
亡
セ
シ
」
と
い
う
状

況
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
平
林
観
次
郎
は
、
東
京
大
学
医
学
部
出
身
で
弟
の

邦
路
に
病
院
を
開
院
さ
せ
た
。
そ
の
資
金
に
つ
い
て
は
、「
其
学
費
及
開
業
費

千
六
百
余
円
ヲ
邦
路
江
附
与
シ
タ
リ
、
之
平
林
観
次
郎
力
ニ
依
リ
」
と
誇
ら
し

げ
に
記
さ
れ
て
お
り
、
観
次
郎
が
出
資
し
て
い
た
。
平
林
家
は
、
近
世
に
は
大

町
村
で
庄
屋
や
塩
問
屋
を
勤
め
、
ま
た
近
代
に
入
る
と
病
院
世
話
役
や
学
校
世

話
役
な
ど
地
域
の
「
開
化
」
を
担
っ
た
家
柄
で
あ
る
。
平
林
病
院
へ
の
出
資
は
、

名
望
家
的
な
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
た
側
面
が
あ
っ
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
公
立
病
院
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
北
安
曇
郡
の
地
域

医
療
は
、
個
人
に
よ
り
出
資
・
経
営
さ
れ
る
開
業
医
が
支
え
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る）
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。

（
二
）
東
筑
摩
郡
に
よ
る
「
改
革
」

　

一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）
の
大
町
分
病
院
開
院
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
南
北

安
曇
郡
か
ら
松
本
公
立
病
院
に
拠
出
さ
れ
て
い
た
病
院
元
資
金
が
停
止
し
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
は
、『
松
本
新
聞
』
社
説
「
松
本
公
立
病
院
改
革
ス

ヘ
キ
ヲ
論
ス
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
実
質
的
な
三
郡
共
立
体
制
の
解
体
と
見

做
さ
れ
、
病
院
経
営
の
「
改
革
」
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
一
大
聯

合
会
」
の
開
催
に
よ
り
、
東
筑
摩
・
南
安
曇
・
北
安
曇
の
三
郡
に
よ
る
共
立
体

制
の
再
構
築
と
松
本
公
立
病
院
の
維
持
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
実
際
の
「
改
革
」
は
、
三
郡
に
よ
る
「
一
大
聯
合
会
」
で
は
な
く
、

一
二
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東
筑
摩
郡
の
み
で
取
り
組
ま
れ
た
。
一
八
八
一
年
二
月
二
六
日
付
の
東
筑
摩
郡

布
達
に
よ
れ
ば
、
郡
内
よ
り
「
松
本
公
立
病
院
委
員
」
一
五
人
が
選
出
さ
れ
た）

45
（

。

加
え
て
三
月
五
日
か
ら
五
日
間
、
委
員
た
ち
が
病
院
の
「
維
持
方
及
規
模
拡

張
」
に
つ
い
て
話
し
合
う
会
議
を
郡
庁
内
で
開
く
と
も
通
達
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
会
議
終
了
の
翌
日
、
病
院
「
改
革
」
の
方
向
性
が
決
す
る
。
す
な
わ
ち
、

東
筑
摩
郡
の
村
々
が
、
松
本
の
南
北
深
志
町
に
病
院
経
営
を
「
委
託
」
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
南
北
深
志
町
は
、
東
筑
摩
郡
内
に
お
け
る
唯
一
の
「
町
方
」
で

あ
り
、
近
世
に
は
城
下
町
、
ま
た
筑
摩
県
時
代
に
は
県
庁
所
在
地
と
し
て
、
松

本
地
方
の
中
心
街
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い）
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（

。
実
際
、
両
町
は
筑
摩
県
時
代
の

第
一
大
区
に
相
当
し
、
病
院
元
資
金
の
加
入
額
が
三
〇
二
九
円
五
〇
銭
と
、
他

大
区
と
比
べ
て
も
圧
倒
的
に
高
額
で
あ
る
（
表
一
）。

　

委
託
の
期
間
は
、
一
八
八
一
年
の
時
点
で
は
、
一
八
八
七
年
ま
で
と
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
そ
の
後
一
八
八
九
年
一
二
月
、
一
九
〇
四
年
ま
で
病
院
経
営
を

松
本
町
に
委
託
す
る
契
約
が
新
た
に
結
ば
れ
た
。
松
本
町
は
、
一
八
八
九
年
に

南
北
深
志
町
お
よ
び
深
志
村
・
筑
摩
村
が
合
併
し
て
成
立
し
た
市
制
町
村
制
下

の
自
治
体
で
あ
る）

47
（

。
つ
ま
り
当
初
は
一
八
八
七
年
ま
で
で
あ
っ
た
委
託
契
約
が
、

一
九
〇
四
年
ま
で
延
長
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

病
院
経
営
を
受
託
し
た
南
北
深
志
町
の
人
び
と
は
、
い
か
な
る
「
改
革
」
を

構
想
し
て
い
た
の
か
。
一
八
八
一
年
の
受
託
者
の
う
ち
、
北
深
志
町
惣
代
と
し

て
、
市
川
量
造
（
注
三
四
を
参
照
）
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
市
川
に
よ
る
「
意

見
書
」
か
ら
、「
改
革
」
構
想
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る）

48
（

。
宛
所
は

「
諸
署
御
中
」
と
な
っ
て
お
り
、
南
北
深
志
町
惣
代
お
よ
び
東
筑
摩
郡
役
所
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
市
川
は
ま
ず
、「
公
衆
ノ
信
義
ヲ
篤
ク
シ
、
規
模
ヲ
拡

張
ス
ル
」
こ
と
を
病
院
「
改
革
」
の
主
眼
に
置
く
べ
き
と
主
張
す
る
。
そ
の
た

め
に
、
院
費
負
担
に
よ
り
郡
内
へ
種
痘
を
実
施
す
る
こ
と
、「
衆
望
」
あ
る
医

師
を
大
町
分
病
院
か
ら
引
き
抜
く
こ
と
、
待
合
場
と
診
察
場
を
隔
離
す
る
こ
と
、

夜
中
の
急
患
に
も
対
応
す
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
ど
こ
ま

で
実
現
し
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
病
院
に
対
す
る
「
公

衆
ノ
信
義
」
再
建
を
目
指
す
市
川
ら
の
姿
勢
を
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
。

　

続
い
て
、
南
北
深
志
町
に
は
ど
の
よ
う
な
権
限
が
委
託
さ
れ
、
い
か
な
る

「
改
革
」
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
委
託
に
際

し
て
取
り
交
わ
さ
れ
た
契
約
書
を
も
と
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
契
約
内
容
を
比

較
・
検
討
す
る
素
材
と
し
て
、
一
八
八
一
年
は
「
松
本
病
院
七
ヶ
年
南
北
深
志

町
ヘ
委
託
ニ
付
条
約
書
書
類
」（
全
一
一
条
）、
一
八
八
九
年
は
「
公
立
松
本
病

院
維
持
方
法
」（
全
二
章
）
お
よ
び
「
松
本
公
立
病
院
維
持
方
案
」（
全
九
条
）

が
そ
れ
ぞ
れ
遺
さ
れ
て
い
る）

49
（

。
後
者
の
一
八
八
九
年
分
に
つ
い
て
は
、
朱
書
で

加
筆
さ
れ
て
お
り
、
契
約
書
の
草
稿
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
委
託
・
受

託
者
と
も
契
約
主
体
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
不
備
が
あ
る
。
こ
れ
ら
不
明

確
な
点
に
つ
い
て
は
、
有
賀
義
人
が
、
同
内
容
と
思
わ
れ
る
史
料
を
紹
介
し
て

い
る
。
出
典
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
原
文
書
を
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
適
宜

参
照
し
た
い
。

　

表
三
で
は
、
一
八
八
一
年
と
一
八
八
九
年
の
契
約
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
条

項
ご
と
に
ま
と
め
た
。
第
一
に
、
両
時
点
で
契
約
の
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
。

一
八
八
一
年
で
は
、
委
託
者
は
東
筑
摩
郡
内
四
七
ヵ
村
の
各
惣
代
五
八
人
（
う

ち
代
印
が
二
人
）、
受
託
者
は
南
深
志
町
惣
代
四
人
と
北
深
志
町
惣
代
三
人
で

あ
る
。
一
方
で
一
八
八
九
年
で
は
、
有
賀
義
人
に
よ
れ
ば
、
委
託
者
は
「
東
筑

一
三
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表 3．1881年と 1889年における公立病院委託契約の条項

「松本病院七ヵ年南北深志町ヘ委託ニ付条約書」 「公立松本病院維持方法」・「松本公立病院維持方案」

契約主体 東筑摩郡 47ヵ村惣代 58人 → 南北深志町惣代 7人 東筑摩郡町村委員 25人 → 松本町（人数不明）※1

前文
公立松本病院之儀，将来維持拡張方法ヲ本郡組合各町
村委員協議ノ上更ニ南北深志町ニ委託シ，左ノ条々約
定ス

なし

委託の期限 両深志町ニオイテ受託年限ハ来ル明治廿年十二月迄丸
七ヶ年トシ，期限ニ至レハ解約シ引戻ノ事（1）

本契約ハ年限中ト雖モ松本町ト本郡トノ協議相整ヒタ
ルトキハ解約スルヿヲ得（2－ 5）※2

松本公立病院ハ松本町ニ於テ引受ケ維持スルモノトス
（1）
前条引受ノ期限ハ，明治二十三年一月ヨリ同三十七年
十二月迄，満十五ヶ年間トス（2）

損益の扱い 右年限中経済上損益ハ受託者一切引請委託者之ニ関係
セサル事（2）

前条敷地建物内本院於テ不用ニ属スル分ヲ他ヘ貸付ケ
タル，其収利ハ引受年限中松本町ノ収入トス（4）
明治十四年三月契約ノ際，引継金二千五百三十八円五
銭一りノ内（中略），残金二千三百二十六円五十五銭一
り，当時担当人ニ於テ貸付ケタル分，請求方松本町ヘ
依托シ，該金ノ内ニテ南北安曇二郡ノ関係ヲ解キタル
金一千二百六十七円二十六銭七リヲ控除シ，残金ノ分
ハ臨機ノ処分ヲナサシム（2－ 4）※2

満期後の返戻 現在金二千五百三十八円五銭一厘并家屋什器等別紙調
書之通返戻ノ事（3）

従来本院所有タル敷地建物他，前記目録ノ器械類ハ，
厳重保存シ，満期ノトキ本郡引取ル事（2－ 2）※2

人事

該院方法ヲ改良シ，院長ヲ除ノ外諸職員ノ任命点捗及
ヒ傭入約束若シクハ解約ノ如キハ，受託者ノ権内ニ任
シタリ，依テ受託者ト郡役所ト稟議シテ之ヲ謀ルヘキ
事（5）
該院ノ隆盛ヲ企図スルカ為メ院長ハ月給金百円以上ノ
声価アル者ヲ雇入ヘキ事（11）

なし

元資金

明治十三年六月迄ノ滞リ金ハ之ヲ取立郡役所ヘ納メ，
受託者ハ郡役所ヨリ受取其金員ヲ現在金ノ内ヘ加ヘ，
満期ノ節返金スヘキ事（6）
従来各町村ヨリ出途スヘキ金額ハ明治十三年七月ヨリ
此条約満期迄ハ出途セサル事（7）

本院補助金トシテ毎年金五百円ヲ本町於テ拠出スルモ
ノトス，但薬価ノ収入多額ニ至リ或ハ他ニ収入金アル
トキハ本文拠出金ヲ低減スルモノトス（5）

災害等の免責
受託年限中非常災害ニ罹リ，器械其他損失セシトキハ，
更ニ組合ニ協議ヲ遂ケ新調スヘシ，此場合ニオイテハ
受託者其責ニ任セサル事（8）

本院敷地建物及諸器械ハ，引受期限中保護スルモノト
ス，但天災ニ罹リ現形ヲ失スル場合ハ，保護ノ責ナシ
（3）

新築・備品新調
現今家屋ノ外別ニ新築等ヲナシ，或ハ在来品ノ外ニ器
械什器具等新調セシ者ハ，満期解約ノ節協議ノ上相当
之計算相立ヘキ事（8）

なし

診察料 組合中ノ患者診察料ハ，従前之通受取ラサル事（10）

本郡内ノ患者ハ総テ診察料ヲ受ケザルモノトシ，他郡
ニ渉ルモノハ相当ノ診察料ヲ受クルモノトス（6）
往診スルトキハ，里程ニ応シ相当ノ車馬賃ヲ受クルモ
ノトス（7）
患者赤貧ニシテ薬価ヲ納ムルヿ能ハス，町村長ノ証明
書ヲ持参スルモノハ，施薬スルモノトス（8）
本院ノ薬価ハ通常左ノ割合ニヨルモノトス（9）

※ 1：この条項のみ有賀義人『信州の啓蒙家市川量造とその周辺』（凌雲堂，1976年）272頁によった。
※ 2：これらの条項は，「公立松本病院維持方法」に記載されており，括弧内に章・条番号をハイフンで示した。

出典： 「松本病院七ヵ年南北深志町委託につき条約書」，「和田村役場文書」371。「公立松本病院維持方法」（写真
版），「中村美枝子氏文書」5。いずれも松本市文書館蔵。
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摩
郡
各
町
村
委
員
」
二
五
人
、
受
託
者
は
「
松
本
町
の
委
員
」
で
あ
る
と
い
う）

50
（

。

委
託
者
の
人
数
が
四
七
ヵ
村
五
八
人
か
ら
、
二
五
人
へ
と
半
数
以
下
に
減
っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
し
て
お
き
た
い
。
村
数
の
減
少
は
、
こ
の
契
約
に

東
筑
摩
郡
全
村
の
意
志
が
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
、
の
ち
に
契
約
の
正
当
性
に
疑
義
が
呈
さ
れ
る
要
因
と
な
り
、
ひ

い
て
は
松
本
公
立
病
院
の
廃
院
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
契
約
に
対
す

る
反
応
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
検
討
す
る
。

　

表
三
に
つ
い
て
第
二
に
、
契
約
期
間
や
満
期
後
の
返
戻
に
関
わ
る
条
項
を
確

認
し
て
お
こ
う
。
前
述
の
通
り
、
一
八
八
一
年
時
点
で
は
一
八
八
七
年
ま
で
の

契
約
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
九
年
時
点
で
は
一
九
〇
四
年
ま
で
延
長
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
そ
の
際
、
年
限
中
で
あ
っ
て
も
「
松
本
町
ト
本
郡
ト
ノ
協
議
」
が

成
立
し
た
場
合
は
解
約
も
可
能
と
の
但
し
書
き
が
付
さ
れ
て
い
た
。
満
期
後
に

は
財
産
を
「
本
郡
引
取
ル
事
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
最
終
的
に
は
東

筑
摩
郡
が
病
院
を
管
轄
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

　

第
三
に
、
病
院
の
経
営
に
関
わ
る
条
項
と
し
て
、
契
約
中
の
収
支
や
元
資
金

の
扱
い
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
損
益
の
扱
い
は
、
い
ず
れ
の
時
点
で
も
受
託
者

の
権
限
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
八
八
一
年
で
は
、
契
約
期
間
中
の

「
経
済
上
損
益
」
は
受
託
側
つ
ま
り
南
北
深
志
町
の
「
一
切
引
請
」
で
あ
り
、

委
託
側
つ
ま
り
東
筑
摩
郡
四
七
ヵ
村
は
「
関
係
セ
サ
ル
事
」
と
し
て
い
る
。
続

く
一
八
八
九
年
で
は
、
土
地
建
物
の
貸
与
に
関
す
る
収
益
を
「
松
本
町
ノ
収
入

ト
ス
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
八
一
年
の
契
約
時
の
引
継
金
か
ら

「
南
北
安
曇
二
郡
ノ
関
係
ヲ
解
キ
タ
ル
」
た
め
の
一
二
六
七
円
余
り
を
引
い
た

残
金
に
つ
い
て
、
松
本
町
が
「
臨
機
ノ
処
分
」
を
し
て
よ
い
と
い
う
。
財
産
処

分
に
対
す
る
松
本
町
の
権
限
が
よ
り
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
元
資
金
の
扱
い
に
つ
い
て
、
一
八
八
一
年
で
は
、
委
託
側
の
村
々
か
ら

の
徴
収
は
一
八
八
〇
年
六
月
ま
で
と
し
、
そ
れ
以
降
は
実
施
し
な
い
と
い
う
。

一
八
八
九
年
で
も
、
元
資
金
と
い
う
文
言
こ
そ
な
い
も
の
の
、「
補
助
金
」
と

し
て
「
毎
年
金
五
百
円
」
を
松
本
町
が
拠
出
す
る
と
い
う
。
東
筑
摩
郡
各
村
か

ら
の
元
資
金
利
子
の
拠
出
を
廃
止
し
、
南
北
深
志
町
（
の
ち
松
本
町
）
に
財
政

的
に
依
存
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
条
項
に
関
わ
っ
て
、
受
託

人
た
ち
が
「
病
院
未
出
金
」
を
徴
収
し
た
り
、
病
院
の
土
地
を
「
永
久
借
地
」

で
譲
り
渡
す
契
約
を
交
わ
し
て
い
た
り
す
る
記
録
が
市
川
家
に
遺
さ
れ
て
い
る）

51
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
一
八
八
一
年
の
契
約
で
は
人
事
に
関
わ
る
条
項
と
し
て
、
南
北

深
志
町
が
郡
役
所
と
の
「
稟
議
」
の
う
え
諸
職
員
の
任
免
を
決
す
る
こ
と
や
、

「
金
百
円
以
上
」
で
院
長
を
新
た
に
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た

診
察
料
に
つ
い
て
、
一
八
八
一
年
で
は
「
組
合
中
」
す
な
わ
ち
東
筑
摩
郡
内
の

患
者
の
診
察
を
無
料
と
す
る
こ
と
、
一
八
八
九
年
で
は
「
他
郡
」
の
患
者
か
ら

の
み
「
相
当
ノ
診
察
料
ヲ
受
ク
ル
」
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

市
川
ら
が
「
信
義
」
を
再
建
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
「
公
衆
」
と
は
、
あ
く
ま

で
東
筑
摩
郡
の
住
民
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

南
北
深
志
町
（
の
ち
松
本
町
）
が
、
東
筑
摩
郡
の
四
七
ヵ
村
「
惣
代
」（
一

八
八
一
年
）
あ
る
い
は
「
町
村
委
員
」（
一
八
八
九
年
）
か
ら
の
委
託
を
受
け
、

松
本
公
立
病
院
の
財
政
的
な
負
担
を
引
き
受
け
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
土
地
の

貸
借
や
元
資
金
の
徴
収
な
ど
経
営
に
関
す
る
権
限
を
掌
握
し
、
病
院
の
維
持
・

拡
大
を
目
指
す
。
以
上
が
、
二
度
に
わ
た
る
委
託
契
約
の
骨
子
で
あ
っ
た
。
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（
三
）
一
八
八
一
年
の
委
託
契
約
と
南
安
曇
郡

　

東
筑
摩
郡
で
は
、
大
町
分
病
院
「
分
離
」
後
の
赤
字
化
を
受
け
、
病
院
経
営

を
南
北
深
志
町
（
の
ち
松
本
町
）
へ
委
託
す
る
こ
と
で
、
独
自
の
「
改
革
」
が

試
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
連
の
「
改
革
」
が
、
地
域
住
民
に
全
面
的
に
受

け
容
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
委
託
契
約
は
、
他
郡
は
お
ろ
か
東
筑
摩

郡
内
で
も
十
分
な
合
意
の
も
と
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
節
で
示
し
た
通
り
、
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
と
一

八
八
九
年
と
で
は
契
約
書
の
署
名
人
数
が
半
減
し
て
い
た
事
実
か
ら
も
推
測
で

き
る
。
松
本
公
立
病
院
は
、
東
筑
摩
郡
の
全
面
的
な
合
意
を
得
な
い
ま
ま
に
病

院
の
「
改
革
」
が
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
廃
院
に
追
い
込
ま
れ

る
。
こ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
、「
改
革
」
へ
の
反
応
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
は
本
節
で
一
八
八
一
年
に
お
け
る
南
安
曇
郡
、
ま
た
次
節
で
一
八
八
九
年

に
お
け
る
東
筑
摩
郡
会
と
松
本
医
業
組
合
の
動
向
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
う
え

で
、
松
本
公
立
病
院
が
廃
院
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
辿
っ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
一
八
八
一
年
の
委
託
契
約
に
対
し
、「
南
安
曇
郡
惣
代
」
の
笠
原
宗
司

と
中
澤
太
郎
が
、
東
筑
摩
郡
庁
へ
申
し
立
て
を
行
っ
て
い
る
。
両
者
の
や
り
と

り
は
数
度
に
わ
た
っ
て
お
り
、
一
八
八
二
年
か
ら
一
八
八
五
年
ま
で
、
下
書
き

を
含
め
る
と
七
点
の
史
料
が
確
認
で
き
る）

52
（

。

　

こ
の
う
ち
、
一
八
八
二
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
動
き
を
検
討
し
て
お

こ
う
。
ま
ず
五
月
二
五
日
に
、
南
安
曇
郡
惣
代
よ
り
、
東
筑
摩
郡
長
の
稲
垣
重

為
に
宛
て
「
伺
」
が
立
て
ら
れ
た）

53
（

。
惣
代
た
ち
は
、
①
松
本
公
立
病
院
は
「
東

筑
摩
南
北
安
曇
人
民
ノ
共
立
」
で
あ
り
病
院
経
営
に
は
「
我
南
安
曇
郡
ノ
如
キ

モ
其
議
ニ
与
カ
ル
ヘ
キ
ハ
当
然
」
に
も
関
わ
ら
ず
東
筑
摩
郡
の
み
で
会
議
を
開

く
の
は
な
ぜ
か
、
②
「
東
筑
摩
郡
中
市
川
量
造
外
七
名
」
が
「
院
事
ヲ
負
担
ス

ル
」
と
の
こ
と
だ
が
「
何
等
ノ
理
由
ア
リ
テ
共
立
ノ
病
院
ヲ
私
シ
ニ
負
担
」
す

る
の
か
、
な
ど
と
詰
問
し
て
い
る
。
惣
代
た
ち
は
、
第
一
に
松
本
公
立
病
院
の

「
共
立
」
は
い
ま
だ
解
体
し
て
い
な
い
、
第
二
に
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
市
川
ら

が
「
院
事
」
を
負
担
す
る
こ
と
は
病
院
を
「
私
シ
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
認

識
を
示
し
て
い
る
。
東
筑
摩
郡
内
の
決
議
に
よ
り
松
本
公
立
病
院
を
南
北
深
志

町
へ
「
委
託
」
し
た
こ
と
が
、
南
安
曇
郡
に
と
っ
て
公
立
病
院
を
「
私
シ
」
す

る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
同
史
料
に
は
、「
伺
」
に
対
す
る
東
筑
摩
郡
庁
の
回
答
が
記
さ
れ
た

付
箋
が
あ
り
、
①
会
議
は
「
院
資
ノ
内
本
郡
（
東
筑
摩
郡
―
引
用
者
注
）
負
担

義
務
ヲ
全
フ
セ
シ
」
た
め
に
開
い
た
も
の
で
あ
る
、
②
市
川
ら
「
有
志
者
」
に

よ
る
負
担
は
「
本
郡
各
村
」
お
よ
び
「
南
北
深
志
町
」
の
意
向
に
よ
る
も
の
な

ど
と
応
じ
て
い
る
。
南
安
曇
郡
の
惣
代
た
ち
は
、
東
筑
摩
郡
庁
の
回
答
に
得
心

し
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
不
可
解
ニ
付
、
再
ヒ
御
指
示
被
下
度
」
と
、
東
筑
摩

郡
長
へ
「
再
伺
」
を
行
っ
て
い
る）

54
（

。
詰
問
の
内
容
は
前
回
と
同
様
で
あ
り
、
東

筑
摩
郡
側
も
「
本
郡
拠
出
渋
滞
ア
レ
ハ
本
院
ノ
維
持
難
相
立
」
た
め
市
川
ら
へ

の
委
託
に
よ
り
「
本
郡
負
担
ノ
義
務
ヲ
全
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
の
認
識
を
再

び
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
二
度
に
わ
た
る
や
り
と
り
を
経
て
、
六
月
一
日
付
け
で
惣
代
二
人
に

豊
科
村
戸
長
・
藤
森
善
平
を
加
え
た
三
人
よ
り
南
安
曇
郡
長
・
山
口
正
雄
に
対

し
、「
照
会
」
が
な
さ
れ
た）

55
（

。
そ
の
前
半
部
で
は
、
東
筑
摩
郡
が
一
八
八
一
年

三
月
に
独
自
に
開
い
た
会
議
つ
い
て
、「
公
立
共
有
タ
ル
、
其
組
合
人
民
ニ
謀

ラ
ス
僅
々
タ
ル
一
郡
」
で
「
改
正
」
を
加
え
る
「
理
由
万
ニ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
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と
批
判
し
て
い
る
。
そ
こ
で
南
安
曇
郡
で
惣
代
を
立
て
、
東
筑
摩
郡
庁
へ
「
質

問
」
を
行
っ
た
が
、
そ
の
回
答
に
は
「
半
信
半
疑
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
「
信
ヲ
彼
我
ノ
間
ニ
失
」
し
、「
協
同
宜
キ
ヲ
ミ
ル
ヘ
カ
ラ
」

ざ
る
状
況
に
あ
る
と
い
う
。
惣
代
た
ち
は
、
松
本
公
立
病
院
の
共
立
体
制
が
危

機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
南
安

曇
郡
に
よ
る
病
院
の
新
設
を
提
案
し
て
い
る
。

加
フ
ル
ニ
我
郡
内
ノ
如
キ
、
梓
川
ノ
激
流
ヲ
其
間
ニ
分
境
シ
、
今
急
患
大

疾
ノ
者
ア
リ
ト
雖
モ
、
其
機
ヲ
救
フ
能
ハ
ス
、
実
ニ
斯
ル
地
ニ
病
院
ヲ
置

キ
何
ソ
非
常
ノ
要
ヲ
ナ
サ
ン
、
故
ニ
断
然
公
立
病
院
ヲ
分
離
シ
テ
更
ニ
我

郡
エ
一
ノ
病
院
ヲ
設
置
シ
適
宜
維
持
ノ
法
ヲ
立
、
普
ク
郡
内
人
民
ヲ
シ
テ

衛
生
ノ
貴
重
タ
ル
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
益
々
盛
大
ニ
シ
テ
我
郡
民
ノ
安
堵
ノ
場

ニ
至
ラ
シ
メ
ン
ヿ
ヲ
欲
ス
、
依
テ
分
離
ノ
手
続
等
ハ
東
筑
摩
ヨ
リ
ノ
回
答

ニ
ヨ
リ
速
ニ
着
手
致
サ
ン
ト
欲
ス

　

東
筑
摩
郡
と
の
共
立
体
制
へ
の
「
信
」
が
失
わ
れ
る
一
方
で
、
そ
も
そ
も
南

安
曇
郡
と
松
本
は
「
梓
川
ノ
激
流
」
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

現
状
の
立
地
で
は
、
南
安
曇
郡
に
と
っ
て
公
立
病
院
が
「
非
常
ノ
要
」
を
な
さ

な
い
。
そ
こ
で
共
立
体
制
か
ら
「
分
離
」
し
、「
我
郡
エ
一
ノ
病
院
ヲ
設
置
」

す
れ
ば
、「
我
郡
民
ノ
安
堵
ノ
場
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
南
安
曇
郡

が
独
自
に
新
た
な
病
院
を
開
院
す
る
構
想
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　

単
独
で
「
改
革
」
を
展
開
す
る
東
筑
摩
郡
に
対
し
「
信
」
を
失
っ
た
南
安
曇

郡
は
、
病
院
新
設
の
構
想
を
対
置
し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
信
」
と
は
、
東
筑
摩

郡
と
病
院
を
「
公
立
共
有
」
す
る
こ
と
へ
の
信
頼
を
意
味
す
る
。
南
安
曇
郡
で

は
、
東
筑
摩
郡
へ
の
「
信
」
が
失
わ
れ
る
一
方
で
、
独
自
の
病
院
を
所
有
す
る

こ
と
で
「
郡
民
ノ
安
堵
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
が
萌
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
松
本
地
方
の
医
療
環
境
を
め
ぐ
る
も
う
ひ
と
つ
の
「
公
」
を
模
索
す
る

志
向
性
と
解
さ
れ
る
。

　

確
か
に
南
安
曇
郡
に
よ
る
病
院
は
、「
着
手
致
サ
ン
ト
欲
ス
」
と
あ
る
よ
う

に
、
あ
く
ま
で
構
想
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
後
も
実
現
し
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
病
院
の
新
設
が
南
安
曇
郡
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
松
本
公
立

病
院
の
存
立
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
三

で
言
及
し
た
よ
う
に
、
一
八
八
九
年
の
委
託
契
約
に
際
し
東
筑
摩
郡
は
一
二
六

七
円
余
り
を
支
払
い
「
南
北
安
曇
二
郡
ノ
関
係
ヲ
解
」
い
て
い
た
。
そ
の
具
体

的
な
経
緯
に
つ
い
て
は
未
詳
の
部
分
が
多
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点

で
、
実
質
的
に
も
名
目
的
に
も
、
松
本
公
立
病
院
の
三
郡
共
立
体
制
が
解
体
し

た
と
み
て
よ
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
契
機
に
、
一
八
八
一
年
以
降
の
東

筑
摩
郡
の
「
改
革
」
と
、
そ
れ
に
対
し
て
新
た
な
「
郡
民
ノ
安
堵
ノ
場
」
を
求

め
た
南
安
曇
郡
の
批
判
的
反
応
と
を
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
四
）
一
八
八
九
年
の
委
託
契
約
と
東
筑
摩
郡
会
・
松
本
医
業
組
合

　

続
い
て
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
の
委
託
延
長
に
対
し
て
は
、
東
筑
摩

郡
内
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
。
ま
ず
契
約
か
ら
三
年
後
の
一
八
九
二
年
四

月
、
犬
飼
林
三
ら
郡
会
議
員
五
人
か
ら
な
る
審
査
委
員
会
が
、
委
託
契
約
そ
の

も
の
を
否
決
し
て
い
る）

56
（

。
犬
飼
家
に
遺
さ
れ
た
「
審
査
理
由
書
」
の
写
し
か
ら
、

否
決
に
至
っ
た
論
理
を
確
認
し
て
お
こ
う）

57
（

。
審
査
委
員
会
が
否
決
の
理
由
と
し
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て
第
一
に
挙
げ
た
の
が
、
契
約
主
体
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
確
認
し

た
よ
う
に
、
一
八
八
九
年
の
契
約
で
は
委
託
者
と
し
て
東
筑
摩
郡
の
町
村
委
員

二
五
人
が
署
名
し
て
お
り
、
一
八
八
一
年
と
比
べ
て
半
減
し
て
い
た
。
審
査
委

員
た
ち
は
、
こ
の
「
町
村
委
員
ノ
資
格
」
が
不
当
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
町
村
委
員
は
、「
行
政
機
関
ト
シ
テ
是
ヲ
選
択
セ
シ
ニ
ア
ラ
ズ
」、

「
私
権
上
ノ
権
義
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
外
ナ
ラ
」
な
い
。
ま
た
選
挙
の
方
法
も
、「
各

町
村
人
民
ノ
便
宜
ニ
依
リ
方
法
一
ナ
ラ
ザ
リ
シ
次
第
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の

た
び
の
契
約
が
、「
町
村
ノ
利
益
ヲ
計
リ
タ
ル
ノ
実
ナ
ク
、
全
ク
其
利
益
ヲ
棄

テ
タ
ル
者
」
で
あ
る
と
も
い
う
。
そ
の
根
拠
に
は
、「
病
院
資
ノ
処
分
権
ヲ
松

本
町
ニ
与
ヘ
タ
ル
事
」
や
「
敷
地
建
物
収
入
金
ノ
収
入
権
ヲ
町
村
民
ニ
与
ヘ
置

カ
ザ
ル
事
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
松
本
町
へ
の
委
託
は
「
公
利
公

益
ヲ
害
ス
ヘ
キ
契
約
」
で
あ
り
、「
法
理
上
無
論
ニ
属
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
」
と
断

じ
て
い
る
。

　

審
査
委
員
た
ち
は
、
病
院
経
営
を
松
本
町
へ
委
託
す
る
契
約
を
、「
公
利
公

益
」
を
害
す
る
も
の
と
し
て
否
決
し
た
。
と
り
わ
け
問
題
視
さ
れ
て
い
た
の
が
、

委
託
者
た
る
町
村
委
員
の
選
出
方
法
、
お
よ
び
土
地
建
物
な
ど
財
産
処
分
権
の

委
託
で
あ
る
。
郡
内
村
々
の
意
志
を
反
映
し
て
い
る
と
は
見
做
さ
れ
な
い
町
村

委
員
が
、
松
本
町
に
権
限
を
集
中
さ
せ
る
契
約
を
結
ん
で
し
ま
う
。
こ
う
し
た

手
続
き
の
正
当
性
に
対
し
、
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

東
筑
摩
郡
会
に
よ
る
審
査
が
下
さ
れ
る
一
方
で
、
松
本
医
業
組
合
が
公
立
病

院
の
経
営
に
名
乗
り
を
上
げ
て
い
た
。
こ
の
組
合
は
、
松
本
町
を
中
心
と
し
た

東
筑
摩
郡
内
の
開
業
医
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
旧
筑
摩
県
医
黌
兼

病
院
の
医
員
も
名
を
連
ね
て
い
た）

58
（

。
一
八
九
二
年
四
月
八
日
付
け
で
、
松
本
医

業
組
合
か
ら
東
筑
摩
郡
会
に
宛
て
「
松
本
公
立
病
院
維
持
負
担
願
」
と
題
す
る

願
書
が
提
出
さ
れ
た）

59
（

。
組
合
側
は
、「
仝
院
維
持
松
本
医
業
組
合
ヘ
御
委
任
有

之
」
べ
く
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
願
い
出
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
の
「
病

院
設
立
ノ
必
要
」
は
「
医
士
ノ
欠
乏
ヲ
補
」
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
「
今
ヤ
独
立
ノ
事
業
ヲ
営
メ
ル
開
業
医
」
が
十
分
に
存

在
し
て
い
る
た
め
、
医
師
養
成
と
い
う
「
目
的
ヲ
失
フ
ニ
至
」
っ
た
。
こ
う
し

た
現
状
に
お
い
て
、「
府
県
町
村
ノ
病
院
」
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
は
何
か
。

そ
れ
は
、「
開
業
医
ノ
手
ニ
余
ル
」
患
者
が
出
た
場
合
、「
之
レ
ヲ
病
院
ニ
送
リ

テ
、
適
当
ナ
ル
治
術
ヲ
施
」
す
こ
と
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
組
合
側
に
よ
れ
ば
、

「
病
院
本
然
ノ
目
的
」
と
は
、
公
立
病
院
が
一
定
水
準
の
医
療
技
術
を
保
持
し
、

開
業
医
で
は
「
手
ニ
余
ル
」
患
者
の
診
療
を
担
う
形
で
の
協
力
関
係
を
築
く
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
松
本
公
立
病
院
の
現
状
は
、
地

域
の
「
医
風
ヲ
高
尚
ニ
ス
ル
」
ど
こ
ろ
か
、「
破
壊
ス
ル
ノ
実
」
が
あ
る
と
批

判
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
松
本
公
立
病
院
に
は
、「
適
当
ナ
ル
器
械
」
や

「
切
実
ナ
ル
看
護
」
は
お
ろ
か
、「
基
礎
ト
ス
ベ
キ
病
室
」
す
ら
十
分
に
備
わ
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
松
本
町
に
経
営
を
委
託
し
て
も
「
果
シ

テ
能
ク
従
来
ノ
情
弊
ヲ
一
洗
シ
テ
病
院
ノ
制
度
ヲ
充
タ
ス
」
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
以
上
が
、
組
合
側
の
主
張
で
あ
る
。

　

松
本
医
業
組
合
が
提
出
し
た
「
願
書
」
の
後
半
部
で
は
、「
病
院
維
持
方

案
」
と
し
て
、
組
合
が
病
院
を
経
営
す
る
場
合
の
方
針
が
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
東
筑
摩
郡
の
「
医
術
ノ
発
達
」
や
「
衛
生
ノ
普
及
」
を
図
り
、

「
当
郡
人
民
ニ
公
平
ノ
利
益
ヲ
与
ヘ
ン
」
と
の
「
目
的
」
を
掲
げ
て
い
る
。
こ

う
し
た
理
念
の
も
と
、
東
筑
摩
郡
内
に
複
数
の
「
分
院
」
を
開
く
こ
と
や
職
員

一
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の
人
数
、
薬
価
な
ど
を
全
一
二
章
五
七
条
に
わ
た
り
定
め
て
い
る
。
こ
の
「
方

案
」
の
内
容
は
、
一
見
す
る
と
、
南
北
深
志
町
（
の
ち
松
本
町
）
に
よ
る
経
営

方
針
と
大
き
な
異
同
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
両
者
に
よ
る
病
院
経
営
の
方
針

に
は
、
決
定
的
な
違
い
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示

す
の
が
、「
松
本
医
業
組
合
員
ニ
シ
テ
本
案
ニ
賛
成
ス
ル
モ
ノ
」
を
「
担
当

員
」
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
担
当
員
に
関
わ
る
条
文
は
、
第
四
七
条
か
ら

第
五
七
条
に
か
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。

第
八
章
、
担
当
員

 

第
四
十
七
条
、
松
本
医
業
組
合
員
ニ
シ
テ
本
案
ニ
賛
成
ス
ル
モ
ノ
ハ
担

当
員
ト
ス
、
但
一
定
ノ
盟
約
ヲ
ナ
ス
ヲ
要
ス
、

 

第
四
十
八
条
、
担
当
員
ハ
本
案
ニ
定
ム
ル
所
及
担
当
員
会
議
ニ
ヨ
リ
決

ス
ル
件
ヲ
実
行
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
有
ス
、

 

第
四
十
九
条
、
担
当
員
ハ
担
当
員
会
議
ニ
ヨ
リ
病
院
組
織
ヲ
定
メ
及
改

革
ス
ル
ノ
権
ヲ
有
ス
、

 

第
五
十
条
、
担
当
員
ハ
定
期
及
臨
時
ノ
会
議
ヲ
開
キ
病
院
維
持
ノ
方
法

ヲ
議
ス
、

 

第
五
十
一
条
、
担
当
員
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
医
長
及
薬
局
長
ヲ
互

選
シ
及
委
員
ヲ
選
定
シ
テ
常
ニ
病
院
ヲ
監
督
ス
ル
ヲ
要
ス
、

第
九
章
、
予
備
法

 

第
五
十
二
条
、
病
院
ノ
収
支
相
償
ハ
ザ
ル
不
時
ノ
備
ニ
供
ス
ル
為
担
当

員
ハ
各
年
金
十
五
円
ヲ
出
シ
テ
之
ヲ
貯
蓄
ス
、

 

第
五
十
三
条
、
病
院
ノ
会
計
不
足
ヲ
生
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
次
回
出
金
ヲ
ナ

ス
ノ
限
ニ
ア
ラ
ズ
、

第
十
章
、
潤
益
金
配
当
法

 

第
五
十
四
条
、
潤
益
金
ノ
五
分
二
ハ
配
当
額
ト
定
メ
之
ヲ
担
当
員
ニ
平

等
ニ
分
配
ス
、

 

第
十
一
章
、
潤
益
金
貯
蓄
、

 

第
五
十
五
条
、
潤
益
金
五
分
二
ハ
之
ヲ
資
本
金
ニ
算
入
シ
テ
貯
蓄
ス
、

 

第
十
二
章
、
非
常
処
分
、

 

第
五
十
六
条
、
予
備
方
法
尚
ホ
不
足
ヲ
補
フ
能
サ
ル
ト
キ
ハ
担
当
員
会

議
ニ
付
シ
更
ニ
出
金
ス
ル
ア
ル
ベ
シ
、

 

第
五
十
七
条
、
前
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
尚
不
足
ヲ
補
フ
能
サ
ル
ト
キ
ハ
有

志
金
ヲ
募
ル
カ
又
ハ
郡
会
ニ
付
シ
テ
補
助
金
ヲ
請
求
ス
ル
ヿ
ア
ル
ベ

シ

　

第
八
章
で
は
、
担
当
員
の
資
格
と
権
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
担
当
員
は
、

「
病
院
組
織
ヲ
定
メ
及
改
革
ス
ル
ノ
権
」
を
有
し
、
病
院
長
や
薬
局
長
な
ど
を

「
互
選
」
す
る
。
続
く
第
九
章
で
は
、「
収
支
相
償
ハ
ザ
ル
不
時
ノ
備
」
と
し
て
、

担
当
員
に
毎
年
一
五
円
の
出
資
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
〇
、
一
一
章
で
は
、

「
潤
益
金
」
が
発
生
し
た
場
合
の
規
定
と
し
て
、
担
当
員
へ
の
「
配
当
」
や
病

院
資
金
へ
の
「
貯
蓄
」
に
ま
わ
す
と
い
う
。
最
後
に
第
十
二
章
で
は
、
経
営
が

赤
字
と
な
る
「
非
常
処
分
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
担
当
員
が
「
更
ニ
出
金
」
し
、

そ
れ
で
も
不
足
す
る
場
合
は
郡
会
へ
「
補
助
金
」
を
請
求
す
る
と
し
て
い
る
。

病
院
資
金
の
負
担
者
は
、
第
一
義
的
に
は
担
当
員
で
あ
り
、
郡
か
ら
の
支
援
は

あ
く
ま
で
「
補
助
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
松
本
医
業
組
合
に
よ
る
「
方
案
」
の
特
徴
は
、
担
当
員
を

中
心
と
し
た
病
院
経
営
を
構
想
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
担
当
員
の
母
体
と
な
る

の
は
、
松
本
医
業
組
合
で
あ
り
、
開
業
医
か
ら
な
る
私
的
な
団
体
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
組
合
に
よ
る
松
本
公
立
病
院
「
維
持
負
担
」
の
願
い
出
と
は
、
病
院

経
営
の
担
い
手
の
質
的
な
転
換
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
東
筑
摩
郡
や
松
本
町
と
い
っ
た
行
政
機
関
か
ら
、
松
本
医
業
組
合
と
い

う
私
的
団
体
へ
の
転
換
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
行
政
機
関

に
よ
る
病
院
経
営
を
前
提
と
し
て
い
た
一
八
八
一
年
お
よ
び
一
八
八
九
年
の
委

託
契
約
と
の
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。

　

一
八
八
九
年
に
東
筑
摩
郡
町
村
委
員
と
松
本
町
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た

委
託
契
約
は
、
東
筑
摩
郡
会
に
よ
る
「
否
決
」
と
、
松
本
医
業
組
合
に
よ
る

「
維
持
負
担
」
の
願
い
出
を
受
け
、
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
る
。
一
八
九
四
年
二

月
五
日
、
東
筑
摩
郡
長
の
関
口
友
愛
は
、
郡
会
議
員
に
次
の
よ
う
に
報
告
し
て

い
る）

60
（

。
す
な
わ
ち
、「
公
立
松
本
病
院
敷
地
建
物
諸
器
械
等
」
を
東
筑
摩
郡
へ

返
還
の
う
え
、「
該
院
（
松
本
公
立
病
院
―
引
用
者
注
）
ハ
臨
時
郡
会
ノ
議
決

ニ
依
リ
之
ヲ
廃
止
」
す
る
こ
と
を
長
野
県
知
事
へ
具
申
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に

前
年
の
一
八
九
三
年
一
二
月
七
日
付
け
で
ま
と
め
ら
れ
た
「
公
立
松
本
病
院
処

分
法
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る）

61
（

。

元
公
立
松
本
病
院
ニ
使
用
セ
シ
家
屋
及
之
レ
ニ
附
属
ス
ル
器
具
一
式
ハ
、

松
本
町
現
住
開
業
医
木
村
甚
平
外
十
八
名
ヘ
、

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

私
立
病
院
設
置
及
医
術
拡

4

4

4

4

4

4

4

4

4

張
ノ
目
的
ヲ
以
テ
貸
渡
ス
事

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
圏
点
マ
マ
）

　

松
本
公
立
病
院
は
廃
院
と
な
り
、
そ
の
土
地
建
物
と
備
品
は
、「
私
立
病
院

設
置
」
お
よ
び
「
医
術
拡
張
」
の
た
め
松
本
医
業
組
合
員
へ
と
「
貸
渡
」
さ
れ

た
。
こ
こ
に
松
本
地
方
は
、
地
域
医
療
環
境
の
担
い
手
が
公
立
病
院
か
ら
開
業

医
へ
と
移
行
す
る
転
換
点
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

一
八
七
三
年
（
明
治
六
）、
松
本
藩
時
代
の
病
院
・
医
学
校
を
再
興
す
る
形

で
、
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
が
開
院
し
た
。
そ
の
際
の
資
金
は
、
筑
摩
・
安
曇
郡

の
「
有
志
者
」
か
ら
病
院
元
資
金
が
募
集
さ
れ
る
こ
と
で
賄
わ
れ
た
。
そ
の
後

一
八
七
八
年
に
は
医
学
教
育
へ
の
県
費
補
助
が
廃
止
さ
れ
、
翌
七
九
年
に
は
松

本
公
立
病
院
へ
と
改
組
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
東
筑
摩
郡
・
南
安
曇
郡
・
北
安
曇

郡
に
よ
る
三
郡
共
立
体
制
が
成
立
す
る
。

　

東
筑
摩
郡
の
松
本
に
所
在
す
る
公
立
病
院
を
、
三
郡
か
ら
の
拠
出
金
に
よ
り

維
持
す
る
。
こ
う
し
た
病
院
体
制
の
あ
り
方
は
、
医
療
環
境
の
さ
ら
な
る
充
実

を
求
め
る
各
郡
の
動
向
に
よ
り
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
く
。
一
八
八
〇
年
、
北
安
曇

郡
村
々
か
ら
の
徴
収
金
と
、
南
北
安
曇
郡
が
松
本
公
立
病
院
に
拠
出
し
て
い
た

元
資
金
利
子
を
も
と
に
、
大
町
分
病
院
が
開
院
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
松
本
公

立
病
院
の
経
営
が
初
め
て
赤
字
に
転
落
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
東
筑
摩

郡
で
は
、
大
町
分
病
院
の
開
院
を
三
郡
共
立
体
制
か
ら
の
実
質
的
な
「
分
離
」

と
見
做
し
、
三
郡
「
人
民
」
の
合
意
を
得
な
い
「
穏
当
ナ
ラ
ザ
ル
処
置
」
と
批

判
す
る
声
も
存
在
し
た
。
そ
こ
で
は
、
三
郡
の
「
公
議
輿
論
」
の
再
構
築
と
、

共
立
体
制
に
よ
る
松
本
公
立
病
院
の
維
持
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

二
〇

明治前期における公立病院の興亡



　

東
筑
摩
郡
と
北
安
曇
郡
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
に
即
し
た
医
療
環
境
を
追
求
し

た
結
果
、
松
本
公
立
病
院
と
大
町
分
病
院
の
二
院
が
並
立
す
る
状
況
が
生
ま
れ

た
。
し
か
し
い
ず
れ
の
公
立
病
院
も
、
財
政
難
を
主
た
る
要
因
と
し
、
廃
院
に

追
い
込
ま
れ
る
。
大
町
分
病
院
は
、
患
者
数
を
順
調
に
増
や
し
な
が
ら
も
、
住

民
か
ら
の
資
金
徴
収
が
安
定
せ
ず
一
八
八
七
年
に
は
閉
鎖
と
な
っ
た
。
一
方
東

筑
摩
郡
で
は
、
病
院
資
金
を
南
北
深
志
町
（
の
ち
松
本
町
）
に
負
担
さ
せ
る
代

わ
り
に
、
そ
の
経
営
を
委
託
す
る
契
約
が
結
ば
れ
た
。
こ
う
し
た
「
改
革
」
に

対
し
、
東
筑
摩
郡
の
内
外
で
反
対
の
声
が
上
が
る
。
一
八
八
一
年
の
契
約
に
対

し
て
は
、
南
安
曇
郡
が
、
東
筑
摩
郡
と
病
院
を
「
公
立
共
有
」
す
る
こ
と
に
対

す
る
「
信
」
を
失
い
、
独
自
の
病
院
を
求
め
て
い
た
。
さ
ら
に
一
八
八
九
年
の

契
約
は
、
東
筑
摩
郡
村
々
の
総
意
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
郡
会
に
よ
る

否
決
や
松
本
医
業
組
合
に
よ
る
「
負
担
願
」
を
経
て
、
公
立
病
院
も
閉
鎖
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
公
立
病
院
を
喪
失
し
て
の
ち
の
地
域
医
療
を
担
っ
た
の
は
、

北
安
曇
郡
、
東
筑
摩
郡
い
ず
れ
も
開
業
医
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

三
郡
共
立
に
よ
り
公
立
病
院
を
維
持
す
べ
く
「
公
議
輿
論
」
の
再
構
築
を
求

め
た
松
本
（
東
筑
摩
郡
）、
そ
こ
か
ら
分
離
・
独
立
し
「
一
郡
ノ
公
利
」
を
追

求
し
た
北
安
曇
郡
、
実
現
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
「
郡
民
ノ
安
堵
ノ
場
」
と
し

て
の
病
院
を
模
索
し
た
南
安
曇
郡
。
明
治
前
期
の
松
本
地
方
で
は
、
こ
れ
ら
複

数
の
「
公
」
が
地
域
医
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
り
連
帯
／
葛
藤
を
繰
り
広
げ
て
い

た
。
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
公
立
病
院
を
支
え
て
い
た
共
立
体
制
を
解

体
に
追
い
込
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
松
本
地
方
に
お
け
る
公
立
病
院
の
興

亡
か
ら
は
、
各
郡
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
に
応
じ
た
医
療
環
境
を
希
求
し
た
が
ゆ
え

に
、
公
立
病
院
が
失
わ
れ
る
皮
肉
な
過
程
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
先
に
は
、

既
往
の
病
院
史
研
究
が
描
き
出
し
て
き
た
開
業
医
中
心
の
日
本
型
医
療
制
度
が

展
望
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
公
立
病
院
が
衰
退
す
る
過
程
を
松

本
地
方
の
具
体
相
に
即
し
て
捉
え
た
こ
と
を
、
本
稿
の
成
果
と
し
た
い
。

　

最
後
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
く
。
第
一
に
、
松
本
公
立
病
院

の
経
営
が
南
北
深
志
町
（
の
ち
松
本
町
）
に
委
託
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、

契
約
書
に
も
と
づ
く
考
察
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
委
託
後
の
経
営
実
態
を
解
明

し
て
い
く
こ
と
で
、
公
立
病
院
を
め
ぐ
る
東
筑
摩
郡
内
の
利
害
関
係
を
さ
ら
に

浮
き
彫
り
に
で
き
る
と
考
え
る
。
新
出
史
料
の
掘
り
起
こ
し
に
つ
と
め
た
い
。

第
二
の
課
題
は
、
明
治
以
降
も
公
立
病
院
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
地
域

へ
の
着
眼
で
あ
る
。
松
本
地
方
の
南
東
に
隣
接
す
る
諏
訪
郡
で
は
、
一
八
八
〇

年
六
月
に
「
各
村
連
合
の
組
合
立
」
と
し
て
高
島
病
院
が
開
院
し
て
お
り
、
諏

訪
赤
十
字
病
院
と
し
て
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
。
そ
の
設
立
資
金
に
つ
い
て
、

『
諏
訪
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
郡
長
の
要
請
を
受
け
た
各
村
の
「
戸
長
は
公
立
病

院
設
立
を
決
議
し
、
経
費
は
遠
近
割
と
し
た
」
と
い
う）

62
（

。
こ
の
記
述
か
ら
諏
訪

郡
で
は
、
病
院
資
金
を
「
有
志
」
か
ら
徴
収
し
て
い
た
松
本
地
方
と
は
異
な
る

資
金
収
集
の
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
諏
訪
郡
に
お
け
る

「
遠
近
割
」
の
実
態
を
含
め
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注（
1
） 

上
昌
広
『
日
本
の
医
療
格
差
は
九
倍 

― 

医
師
不
足
の
真
実 

―
』
光

文
社
、
二
〇
一
五
年
。

（
2
） 
森
田
洋
之
・
お
が
た
ち
え
『
破
綻
か
ら
の
奇
蹟 

― 

い
ま
夕
張
市
民
か

ら
学
ぶ
こ
と 

―
』
南
日
本
ヘ
ル
ス
リ
サ
ー
チ
ラ
ボ
、
二
〇
一
五
年
、
一

二
一

明治前期における公立病院の興亡



四
六
頁
。

（
3
） 

川
上
武
『
現
代
日
本
医
療
史
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
五
年
。
明
治
前
期

に
お
け
る
公
立
病
院
の
衰
退
と
開
業
医
の
隆
盛
に
つ
い
て
、
政
府
統
計
か

ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
八
七
七
年
に
お
け
る
病
院
数
は
、
国
公
立
一
二

四
、
私
立
三
五
と
、
国
公
立
病
院
が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
一

八
八
八
年
に
は
、
国
公
立
二
二
五
、
私
立
三
三
九
と
、
両
者
の
比
率
が
逆

転
し
て
い
る
。
厚
生
省
医
務
局
編
『
医
制
八
十
年
史
』
印
刷
局
朝
陽
会
、

一
九
五
五
年
、
八
一
八
頁
。

（
4
） 

新
村
拓
『
近
代
日
本
の
医
療
と
患
者 

― 

学
用
患
者
の
誕
生 

―
』
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
二
一
九
頁
。

（
5
） 

近
年
の
成
果
と
し
て
、
猪
飼
周
平
『
病
院
の
世
紀
の
理
論
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
。

（
6
） 

高
岡
裕
之
「
近
代
日
本
の
地
域
医
療
と
公
立
病
院
」（『
歴
史
評
論
』
七

二
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）
六
四
頁
。

（
7
） 

有
賀
義
人
『
信
州
の
啓
蒙
家
市
川
量
造
と
そ
の
周
辺
』
凌
雲
堂
、
一
九

七
六
年
。

（
8
） 『
明
治
九
年
法
令
全
書
』
内
閣
官
報
局
、
一
八
九
〇
年
、
五
六
七
頁
。

な
お
内
務
省
は
、
公
立
の
ほ
か
官
立
と
私
立
に
つ
い
て
も
定
義
し
て
い
る
。

官
立
は
「
陸
軍
省
・
文
部
省
・
警
視
庁
等
全
ク
国
税
ノ
ミ
ヲ
以
設
立
シ
直

チ
ニ
該
省
庁
ニ
テ
管
轄
ス
ル
モ
ノ
」、
私
立
は
「
一
人
或
ハ
幾
人
ノ
私
財

ヲ
以
テ
設
立
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
い
う
。

（
9
） 

田
中
智
子
『
近
代
日
本
高
等
教
育
体
制
の
黎
明 

― 

交
錯
す
る
地
域
と

国
と
キ
リ
ス
ト
教
界 

―
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
。

（
10
） 「
長
野
県
史
料　

政
治
部
病
院
」。
以
下
、
本
節
で
同
史
料
か
ら
引
用
す

る
場
合
は
出
典
を
省
略
す
る
。

（
11
） 「
小
松
齢
司
書
簡
」、
伊
那
市
創
造
館
蔵
。

（
12
） 「
教
育
沿
革
之
部
坤
」
明
一
八

－

Ｆ

－

一
二

－

二
、
長
野
県
立
歴
史
館

蔵
。

（
13
） 『
松
本
新
聞
』
第
八
四
四
号
、
一
八
八
〇
年
一
二
月
一
二
日
。
以
下
、

本
稿
で
引
用
し
た
『
松
本
新
聞
』
は
す
べ
て
松
本
市
歴
史
の
里
博
物
館
の

所
蔵
に
か
か
る
。

（
14
） 「
官
立
学
校
設
立
伺
」、
明
七

－

一
Ａ

－

一
三

－

一
、
長
野
県
立
歴
史
館

蔵
。

（
15
） 「
管
内
布
達
全
書
」
明
七

－

三

－

Ａ

－

一
、
長
野
県
立
歴
史
館
蔵
。

（
16
） 『
木
曽
福
島
町
史
』
第
二
巻
現
代
編
Ⅰ
、
一
九
八
二
年
、
三
二
五
〜
三

四
一
頁
。

（
17
） 「
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸　

御
巡
幸
ノ
節
奏
上
書
類
」、
明
一
一

－

Ａ

－

三
二

－

三
、
長
野
県
立
歴
史
館
蔵
。

（
18
） 「
長
官
巡
視
ノ
セ
ツ
郡
長
上
申
書
類
二
」、
明
一
三

－

Ａ

－

四

－

二
、
長

野
県
立
歴
史
館
蔵
。

（
19
） 『
松
本
新
聞
』
第
七
七
二
号
、
一
八
八
〇
年
九
月
一
五
日
。

（
20
） 

注
一
八
前
掲
史
料
。

（
21
） 

な
お
郡
区
町
村
編
制
法
の
制
定
は
一
八
七
八
年
で
あ
る
が
、
長
野
県
で

実
際
に
郡
長
が
任
命
さ
れ
郡
役
所
が
開
庁
し
た
の
は
、
翌
年
一
月
で
あ
る
。

『
長
野
県
史
』
通
史
編
第
七
巻
近
代
一
、
一
九
八
八
年
、
三
六
二
〜
三
六

四
頁
。

（
22
） 「
郡
治
必
携
」、「
栗
林
家
（
輪
違
）
文
書
」
七
九
八
、
大
町
市
文
化
財

セ
ン
タ
ー
蔵
。

（
23
） 

山
本
俊
一
『
日
本
コ
レ
ラ
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
。

（
24
） 

一
八
七
九
年
に
お
け
る
長
野
県
の
コ
レ
ラ
流
行
は
、
松
本
公
立
病
院
の

三
郡
共
立
体
制
が
胚
胎
し
て
い
た
郡
ご
と
の
医
療
格
差
を
顕
在
化
さ
せ
る

事
態
で
あ
っ
た
。
病
院
史
研
究
の
視
座
か
ら
、
明
治
前
期
の
コ
レ
ラ
流
行

と
地
域
社
会
の
対
応
を
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
塩
原

佳
典
「
一
八
七
九
年
コ
レ
ラ
流
行
と
公
立
病
院 

― 

長
野
県
松
本
地
方
の

医
療
環
境 

―
」（『
地
方
史
研
究
』
第
三
九
〇
号
、
二
〇
一
七
年
一
二
月

刊
行
予
定
）。

（
25
） 「
要
用
録
」、
大
町
市
平
林
秀
一
氏
蔵
。

（
26
） 
松
沢
裕
作
「
地
方
自
治
制
と
民
権
運
動
・
民
衆
運
動
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史　

第
一
五
巻
近
現
代
一
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
一
四
六

頁
。

二
二

明治前期における公立病院の興亡



（
27
） 

注
二
一
前
掲
書
、
三
六
六
頁
。

（
28
） 『
松
本
新
聞
』
第
五
五
六
号
、
一
八
七
九
年
一
一
月
五
日
。
な
お
野
々

山
の
略
歴
は
以
下
の
通
り
。
一
八
五
一
〜
一
九
二
五
年
。
松
本
藩
士
族
出

身
。
松
川
学
校
教
員
と
し
て
民
権
結
社
・
奨
匡
社
に
参
加
、
一
八
八
一
年

に
は
渡
辺
敏
ら
北
安
曇
郡
の
民
権
派
教
員
と
と
も
に
『
幽
谷
雑
誌
』
の
創

刊
に
関
与
。
上
条
宏
之
『
長
野
県
近
代
出
版
文
化
の
成
立
』（
柳
沢
書
苑
、

一
九
八
六
年
）。

（
29
） 「
公
立
大
町
分
病
院
設
立
建
白
書
」、「
栗
林
家
（
八
○
）
文
書
」
三
一

七
、
大
町
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
蔵
。

（
30
） 『
連
合
会
原
案
日
誌
』、「
栗
林
家
（
八
○
）
文
書
」
三
三
六
。

（
31
） 「
奉
願
書
」、「
栗
林
家
（
八
○
）
文
書
」
二
八
三
。

（
32
） 

な
お
北
安
曇
郡
の
職
業
学
校
設
立
計
画
は
、
東
筑
摩
郡
の
反
対
に
あ
い

実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
塩
原
佳
典
「
明

治
一
〇
年
代
に
お
け
る
近
代
学
校
の
模
索 

― 

名
望
家
層
と
民
権
派
教

員 

―
」（『
名
望
家
と
〈
開
化
〉
の
時
代 
― 
地
域
秩
序
の
再
編
と
学
校

教
育 

―
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
33
） 

こ
の
ほ
か
一
八
八
一
年
一
月
に
は
、
私
立
松
本
病
院
が
開
院
し
た
。
一

八
八
〇
年
一
二
月
二
四
日
付
の
『
松
本
新
聞
』
は
、「
私
立
松
本
病
院
は
、

去
る
十
七
日
其
筋
の
認
可
を
得
た
れ
ば
、
来
十
四
年
の
一
月
を
迎
へ
目
出

度
開
院
の
儀
式
を
な
す
由
」
と
報
じ
て
い
る
。
発
起
者
に
は
前
出
の
小
沢

中
甫
と
沢
辺
正
俊
ら
が
、
出
資
者
に
は
大
池
源
重
や
丸
山
登
ら
東
筑
摩
郡

の
名
望
家
層
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
院
長
に
は
東
京
大
学
医
学
部
出
身
の

中
村
正
道
（
松
本
南
深
志
町
出
身
）
を
迎
え
、
北
深
志
町
の
折
井
庄
司
所

有
地
に
て
開
院
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
時
期
の
松
本
に
お
け
る
私
立
病

院
・
開
業
医
の
叢
生
に
つ
い
て
は
、
有
賀
義
人
が
『
松
本
新
聞
』
を
も
と

に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
病
院
設
立
に
関
与
し
た
各
家
へ
の
史
料
調
査
に

よ
り
、
具
体
的
経
緯
の
さ
ら
な
る
解
明
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
注
七

前
掲
書
、
二
五
四
〜
二
五
六
頁
。

（
34
） 

市
川
量
造
の
略
歴
は
以
下
の
通
り
。
一
八
四
四
〜
一
九
〇
八
年
。
松
本

藩
町
方
名
主
の
家
に
生
ま
れ
、
学
校
・
新
聞
・
博
覧
会
そ
し
て
病
院
な
ど
、

地
域
の
諸
側
面
に
わ
た
る
「
開
化
」
を
推
進
し
た
。
そ
の
活
動
に
は
、
他

府
県
お
よ
び
他
郡
と
の
関
係
の
な
か
で
松
本
の
地
位
を
向
上
さ
せ
よ
う
と

す
る
「
松
本
中
心
主
義
」
的
な
志
向
性
が
読
み
取
れ
る
。
注
三
二
前
掲
書

を
参
照
の
こ
と
。

（
35
） 『
長
野
県
統
計
』
一
九
二
一
年
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

（
36
） 

注
一
八
前
掲
史
料
。

（
37
） 「
臨
時
村
会
日
誌
」、「
栗
林
家
（
八
○
）
文
書
」
二
七
〇
。

（
38
） 「
建
議
書
」、「
栗
林
家
（
八
○
）
文
書
」
四
三
八
。

（
39
） 

注
五
前
掲
書
、
七
七
頁
。
な
お
松
本
公
立
病
院
で
も
、
一
八
八
二
年
時

点
で
院
長
の
月
俸
は
一
〇
〇
円
で
あ
る
。「
意
見
書
」（
写
真
版
）、「
青
木

文
雄
氏
文
書
」
四
一
一
、
松
本
市
文
書
館
蔵
。

（
40
） 

注
二
九
前
掲
史
料
。

（
41
） 

注
三
八
前
掲
史
料
。

（
42
） 

大
町
分
病
院
の
廃
止
は
、
図
一
で
依
拠
し
た
「
長
野
県
統
計
書
」
で
一

八
八
七
年
以
降
に
患
者
数
の
記
載
が
消
え
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
し

か
し
こ
れ
以
外
で
は
、
自
治
体
史
が
最
低
限
の
事
実
を
指
摘
す
る
の
み
で

あ
る
。
た
と
え
ば
『
北
安
曇
誌
』（
第
四
巻
近
代
現
代
上
、
一
九
八
〇

年
）
は
、「
こ
の
病
院
は
、
大
町
第
二
六
九
番
地
に
明
治
一
三
（
一
八
八

〇
）
年
九
月
一
二
日
開
業
し
、
明
治
二
〇
年
三
月
一
六
日
松
本
病
院
と
と

も
に
閉
鎖
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
一
三
九
五
頁
）。
ま
た

『
大
町
市
史
』（
第
四
巻
、
一
九
八
五
年
）
も
、「
コ
レ
ラ
の
流
行
が
一
段

落
し
た
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
三
月
一
六
日
、
原
因
は
不
明
で
あ
る

が
、
同
分
院
は
廃
止
に
至
っ
た
」
と
す
る
（
九
三
四
頁
）。

（
43
） 

注
二
五
前
掲
史
料
。
こ
こ
で
引
用
し
た
史
料
は
、『
大
町
市
史
』
で
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
（
同
前
書
、
九
三
四
頁
）。
し
か
し
「
平
林
秋4

路
」（
圏

点
引
用
者
）
と
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
判
読
に
誤
り
が
あ
る
。

（
44
） 

な
お
平
林
病
院
も
、
一
八
九
四
年
以
降
は
「
長
野
県
統
計
」
に
患
者
数

の
記
載
が
み
え
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
邦
路
が
翌
九
五
年
ま
で
日
清
戦
争

に
軍
医
と
し
て
従
軍
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
平
林
病
院
の
そ
の
後
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。「
平
林
邦
路
日
清
戦
争
従
軍
時
書

二
三
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簡
一
括
」、
大
町
市
平
林
秀
一
氏
蔵
。

（
45
） 「
松
本
公
立
病
院
維
持
に
つ
き
東
筑
摩
郡
達
」（
複
写
版
）、「
丸
山
光
弥

氏
文
書
」
八
九
、
松
本
市
文
書
館
蔵
。

（
46
） 

上
条
宏
之
『
城
の
あ
る
マ
チ
の
原
風
景 

―
「
松
本
学
」
事
始

め 

―
』
龍
鳳
書
房
、
一
九
九
八
年
。

（
47
） 『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
〇
長
野
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、

五
九
九
頁
。

（
48
） 「
病
院
院
内
規
則
改
正
に
つ
い
て
意
見
書
」（
写
真
版
）、「
青
木
文
雄
氏

文
書
」
四
一
一
。
こ
の
「
意
見
書
」
で
は
、「
昨
年
迄

4

4

4

在
勤
ノ
彦
坂
小
七

郎
氏
、
月
給
五
十
円
名
目
ニ
テ
実
ハ
三
十
五
円
ノ
由
、
該
氏
ハ
当
地
ニ
テ

衆
望
ヲ
得
タ
レ
ハ
副又
ハ
幹
事

院
長
ニ
シ
テ
ハ
如
何
ヤ
」（
圏
点
引
用
者
）
と
提
案

さ
れ
て
い
る
。『
松
本
新
聞
』
第
七
九
六
号
（
一
八
八
〇
年
一
〇
月
一
四

日
）
に
よ
れ
ば
、
彦
坂
は
一
八
八
〇
年
一
〇
月
に
松
本
公
立
病
院
を
辞
職

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
意
見
書
」
の
作
成
時
期
は
、
一
八
八
一
年
の
契

約
直
後
と
比
定
さ
れ
る
。

（
49
） 「
松
本
病
院
七
ヵ
年
南
北
深
志
町
委
託
に
つ
き
条
約
書
」、「
和
田
村
役

場
文
書
」
三
七
一
。「
公
立
松
本
病
院
維
持
方
法
」（
写
真
版
）、「
中
村
美

枝
子
氏
文
書
」
五
。
い
ず
れ
も
松
本
市
文
書
館
蔵
。

（
50
） 

注
七
前
掲
書
、
二
七
二
頁
。
同
書
に
よ
れ
ば
、「
松
本
町
の
委
員
」
の

素
性
に
つ
い
て
は
、「
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
い
う
。

（
51
） 「
公
立
松
本
病
院
」（
筆
写
版
）、「
市
川
家
文
書
」
八
六
二
三
、
松
本
市

立
博
物
館
蔵
。

（
52
） 「
公
立
松
本
病
院
之
儀
ニ
付
伺
」、「
公
立
病
院
維
持
方
問
題
」、「
松
本

病
院
に
つ
き
南
安
曇
郡
願
書
」、「
松
本
病
院
に
つ
き
照
会
」（
い
ず
れ
も

写
真
版
）、「
中
澤
武
氏
文
書
」
二
、
三
、
五
、
七
、
松
本
市
文
書
館
蔵
。

（
53
） 「
公
立
松
本
病
院
之
儀
ニ
付
伺
」（
写
真
版
）、「
中
澤
武
氏
文
書
」
一
。

（
54
） 「
公
立
末
病
院
ノ
儀
ニ
付
再
伺
」（
写
真
版
）、「
中
澤
武
氏
文
書
」
四
。

（
55
） 「
松
本
公
立
病
院
之
件
ニ
付
御
照
会
願
」（
写
真
版
）、「
中
澤
武
氏
文

書
」
六
。

（
56
） 

注
七
前
掲
書
、
二
七
四
頁
。

（
57
） 「
審
査
理
由
書
（
公
立
松
本
病
院
）」（
写
真
版
）、「
犬
飼
晨
弼
氏
文

書
」
三
一
九
、
松
本
市
文
書
館
蔵
。

（
58
） 

注
七
前
掲
書
、
二
八
〇
〜
二
八
一
頁
。
有
賀
に
よ
れ
ば
、
松
本
医
業
組

合
は
、
一
八
九
三
年
一
一
月
五
日
に
も
松
本
公
立
病
院
の
維
持
負
担
願
い

を
郡
に
提
出
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
「
組
合
総
代
」
と
し
て
木
村

甚
平
や
沢
辺
正
俊
ら
七
人
が
連
署
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
沢
辺
が
、
本
稿

第
二
章
第
二
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
旧
筑
摩
県
医
黌
兼
病
院
の
医
員
出

身
で
あ
る
。

（
59
） 「
松
本
公
立
病
院
維
持
負
担
願
」（
写
真
版
）、「
中
村
美
枝
子
氏
文
書
」

六
。

（
60
） 「
公
立
松
本
病
院
ノ
件
和
解
ニ
関
ス
ル
報
告
」（
写
真
版
）、「
犬
飼
晨
弼

氏
文
書
」
三
一
八
。

（
61
） 

注
七
前
掲
書
、
二
七
七
〜
二
七
八
頁
。

（
62
） 『
諏
訪
市
史
』
下
巻
近
現
代
、
諏
訪
市
役
所
、
一
九
七
六
年
、
四
八
八

頁
。

〔
付
記
〕 

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
・
課
題
番
号
一
六
Ｋ

一
七
三
八
七
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

二
四
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The Fate of the Public Hospital in the Early Meiji Period: 
Community Medicine in Matsumoto

Yoshinori SHIOHARA

〈Summary〉
  This paper is an attempt to elucidate the rise and fall of the institution of the public 

hospital in the Matsumoto region of Nagano prefecture during the early Meiji period. The 

public hospital in this region is particularly significant due to the fact that it was founded and 

maintained by multiple districts. As such, it became the focal point of both cooperation and 

frustration between these districts’ populations and administrations concerning the hospital’s 

funding and location. Examined together, these different actors and their negotiations 

provide a rare insight into the “public” that provided community medicine at this time.

  In 1872, as part of the restoration of the hospital and medical school of the old 

Matsumoto domain, the Chikuma Prefectural School of Medicine and Hospital was founded. 

In 1878, however, prefectural funding was discontinued, leading the three districts of 

Higashi-Chikuma, Minami-Azumi, and Kita-Azumi coming together the following year to 

manage the hospital under a new name, Matsumoto Public Hospital. However, since the 

hospital itself was located in Higashi-Chikuma, this arrangement contained an inherent 

inequality of medical access based on geographical location. A desire for better access 

resulted in Kita-Azumi discontinuing their funding and opening their own independent hospi-

tal in 1880, quickly followed in 1881 by Minami-Azumi starting negotiations with Higashi-

Chikuma to do the same. The coexistence of two public hospitals within Matsumoto, 

however, lasted only a short while as both were forced to close due to financial difficulties in 

1894, leaving the region with only private clinics.

  Matsumoto region during the early Meiji period was a site of multiple “publics” dynami-

cally negotiating over access to medical resources; Higashi-Chikuma tried to reconstruct 
“public opinion” to maintain the coalition, Kita-Azumi opted for independence out of concern 

for the “public good”, and Minami-Azumi dreamed of independence in order to bring “relief” 

to its population. The ironic tragedy of this negotiation is that each district’s individual hope 

for better “public” medical facilities ultimately led to the demise of the public hospital. 

  Although research on the history of hospitals in Japan is inclined to focus on the devel-

opment of private clinics from this point on, this paper has clarified the local conditions that 

caused these clinics to become prevalent in the first place.




